
資料 31-1-2 付表-1 「宇宙ステーション補給機（ＨＴＶ）に係る安全対策の評価のための基本指針｣に対するＨＴＶ７の適合性確認結果 （1／20） 

赤字＋下線：ＨＴＶ１のフェーズⅢ検証確認結果内容を反映した箇所。（フェーズⅡまでの検証確認結果は黒字） 

 

 

項目 ＨＴＶに係る安全対策の評価のための基本指針 ＨＴＶ１号機の適合性確認結果（宇宙開発委員会にて妥当性評価済み） ＨＴＶ７号機の適合性確認結果 関連ハザードレポート 

１．目的及

び位置付

け 

 本指針は、宇宙開発利用部会として、宇宙ステーシ

ョンの全体計画との整合性をとりつつ、宇宙ステーシ

ョン補給機（以下、｢ＨＴＶ｣という。）の宇宙ステーシ

ョンへの接近・係留・離脱に係る安全確保を図ること

を目的とする。 

また、本指針は、宇宙開発利用部会においてＨＴＶ

の安全対策について総合的かつ系統的に調査審議す

る際の指針と位置付ける。 

 

本指針に基づき、ＨＴＶの宇宙ステーション（ＩＳＳ）への接近・係留・離脱に係る安

全確保を図るため、指針の各項目の要求事項に対応して、ＨＴＶの安全設計結果を示す。 

 

－ 

 
 

２．適用範

囲 

 本指針は、ＨＴＶの開発及び運用の各段階において

行う安全評価に適用することとし、各段階において新

たに必要となる事項等については、適宜追加、改訂を

行うこととする。  

 また、ＨＴＶにより輸送・補給される搭載物の安全

については、搭載物の内容に応じて、必要があれば、

別途調査審議を行うこととする。 

 なお、ＨＴＶの打上げ及び再突入については、｢ロケ

ットによる人工衛星等の打上げに係る安全評価基準｣

に基づき、安全評価のための調査審議を行うこととす

る。 

 ＨＴＶの開発及び運用の安全に関し、以下のように宇宙開発委員会安全部会に報告し

た。 

 

①詳細設計終了時に「ＨＴＶに係る安全評価のための基本指針」に基づき、安全設計結

果について安全部会に報告した。 

②開発終了時に（平成２０年予定）ハザード制御の妥当性検証結果について、安全部会

に報告した。 

 

搭載物に関しては、詳細が確定するのが打上げの半年から１年前であるため、確定し

た搭載物の内容に応じて、必要であれば、JAXA による安全解析及び審査の結果を報告す

る。 

なお、ＨＴＶの打上げ及び再突入の安全については、｢ロケットによる人工衛星等の

打上げに係る安全評価基準｣に基づき、H-IIB の飛行計画の審議時に報告する。 

 

ＨＴＶ４号機以降の安全性確認結果については宇宙

開発利用部会調査・安全小委員会に報告する。 

搭載物（日本国が責任を有する物）の安全性確認結果

について、必要に応じてＪＡＸＡによる安全解析及

び審査の結果を報告する。 

ＨＴＶ７号機打上げの安全対策については、｢ロケッ

トによる人工衛星等の打上げに係る安全評価基準｣

（平成 24年 9月 6日宇宙開発利用部会）に基づき、

Ｈ－ⅡＢの飛行計画の審議時に報告する。 

ＨＴＶ４号機以降の再突入の安全対策については

｢ロケットによる人工衛星等の打上げに係る安全評

価基準｣（平成 24 年 9 月 6 日宇宙開発利用部会）に

基づき報告する。 

 

３．基本的

な考え方 

ＨＴＶの安全確保のため、以下の基本的な考え方に

従って十分な安全対策を講じ、リスクを可能な限り小

さくすることとする。 

（ハザード制御の基本となるものであり、具体的な設計対応は４項以降を参照。） － 

 

 

 （１） 安全確保の対象 

宇宙ステーションは、人間をその構成要素として

含むシステムであり、搭乗員の死傷を未然に防止す

るため、安全確保を図ることとする。 

 

(１)安全確保の対象 

本指針の対象は、ＩＳＳへの接近・係留・離脱における安全確保であり、ＪＥＭと同

様に搭乗員の安全確保を図る。 

ＨＴＶにおいては、直接搭乗員に被害を与えるハザード(注)、及び安全に関わるシス

テムに被害を与えることにより間接的に搭乗員に被害を与えるハザードを考慮し、搭乗

員の死傷を未然に防止するための安全確保を図っている。 

（注）ハザードとは、事故をもたらす要因が顕在又は潜在する状態をいう。 

 

（１）左記のとおりである。  

 （２） 安全確保の方法 

ＨＴＶの開発及び運用においては、すべてのハザ

ードを識別し、以下の優先順位に従ってハザードを

制御し、残存ハザードのリスクを評価することとす

る。 

(２)安全確保の方法 

ＩＳＳの安全に関する基本思想（ＮＡＳＡ安全要求）と整合させる。 

ＨＴＶは、以下に示す基本フローに従い安全設計を行っている。 

A.ハザードの識別 

  a.対象システムの理解 

安全設計を実施する前提として、①対象システム、②運用、③ミッション、 

④環境条件、⑤他のシステムとのインタフェース等を十分に理解する。 

  b.ハザードの識別 

対象となるシステム及びその運用に係る予測可能な全てのハザードを、安全解析に

よって識別する。ここでは、対象となるハードウェア、ソフトウェア、運用、誤操作

等のヒューマンエラー、インタフェース、環境条件等を考慮して、体系的かつ論理的

に解析を行う。 

また、解析に当たっては、故障の木解析（ＦＴＡ）、故障モード及び影響解析 

（ＦＭＥＡ）を活用して、ハザードを抽出する。 

（２）ＨＴＶ６号機からの変更点を評価し、小型回収

カプセルを搭載するための与圧隔壁に対して以下の

ハザード源を新たに識別し、ハザードの制御方法お

よびその検証結果が妥当であることを確認した。 

① 与圧隔壁による火災 

② 与圧隔壁による船内汚染 

③ 与圧隔壁シール部からのリーク 

④ 与圧隔壁の構造破壊(軌道上荷重・圧力) 

⑤ 与圧隔壁の鋭利端部・突起物 

⑥ 与圧隔壁に起因するＨＴＶからの退避不能 

HTV-0001 火災 

HTV-0002 大気汚染 

HTV-0004 空気漏洩 

HTV-0005 構造破壊 

HTV-0006 過加圧に

よる構造破壊 

HTV-0014 鋭利端部

へ接触、挟み込み 

HTV-0016 退避不能 

 ア ハザードの除去  

ハザードについては、可能な限り除去する。 

 イ リスクの最小化設計 

故障許容設計、適切な部品・材料の選定等によ

り、リスクが最小となるようにする。 

平成３０年５月１８日 
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項目 ＨＴＶに係る安全対策の評価のための基本指針 ＨＴＶ１号機の適合性確認結果（宇宙開発委員会にて妥当性評価済み） ＨＴＶ７号機の適合性確認結果 関連ハザードレポート 

 ウ 安全装置 

異常が発生したとしても被害を最小限にする

ように、安全装置を付加する。 

 c.ハザード原因の識別 

識別したハザードの原因を識別する。ハザード原因の識別に際しても、対象となる

ハードウェア、ソフトウェア、運用、誤操作等のヒューマンエラー、インタフェース、

環境条件等を考慮して、体系的かつ論理的に解析を行うとともに、ＦＴＡやＦＭＥＡ

等の解析ツールを活用する。 

 d.ハザードの被害の度合い及び発生頻度 

ＨＴＶシステムにおいては、搭乗員の死傷、ＩＳＳシステムの喪失、／損傷等の被

害の度合いに応じて、以下のレベルを設定している。 

Ⅰ：カタストロフィック（致命的）ハザード 

Ⅱ：クリティカル（重大）ハザード 

Ⅲ：マージナル（軽微）ハザード 

また、ハザードの発生頻度を以下のように 4段階に分類し、識別している。 

A：Probable（プログラム中に発生する） 

B：Infrequent（プログラム中に発生する可能性がある） 

C：Remote（可能性はあるが、プログラム中に発生するとは考えられない） 

D：Improbable（プログラム中に発生する可能性は極めて小さい） 

B.ハザードの除去・制御 

  a.ハザードの除去・制御方法の検討 

ハザードについては、可能な限り除去する。 

除去できない場合には、次の優先順位でハザードの制御を行う。 

①ハザードの最小化設計 

②安全装置 

③警報・非常設備等 

④運用手順 

⑤保全 

  b.ハザード制御方法の検討 

設定されたハザードの制御方法の有効性を、以下のいずれか、あるいは組み合わせ

によって確認する。 

①試験 

②解析 

③検査 

④デモンストレーション 

C.残存ハザードのリスク評価 

 ハザードの制御方法の検証結果を評価して、残存ハザードのリスクが十分低いレベ

ルに制御されていることを確認する。残存ハザードのリスクは、被害の度合い及び発

生頻度のマトリクスで評価する。 

 

 

 エ 警報・非常設備等 

異常が発生した場合には、警報が作動し、また、

万一緊急の措置を要する事態に至った場合には、

緊急警報が作動して、搭乗員に異常を知らせる。 

さらに、異常の発生に備えて、非常設備及び防

護具を備える。 

 

 オ 運用手順 

リスクが最小となるような運用手順を整備す

る。 

 

 カ 保全 

適切な予防保全により、異常の発生頻度を小さ

くする。 

 

 （３） 有人活動の特殊性への配慮 

ＨＴＶの宇宙ステーションへの接近・係留・離脱

においては、宇宙ステーションの搭乗員による有人

活動が行われるため、自然環境及び誘導環境から搭

乗員及び安全に関わる機器を保護するために、十分

な構造上の強度、寿命等を有するとともに、安全に

関わるシステムの故障（誤操作を含む。）に対する

適切な許容度の確保、容易な保全等ができるように

する。 

また、火災、爆発、危険物等による異常の発生の

防止並びに外傷､火傷､感電等の傷害及び疾病の発

生の防止を図るとともに､緊急対策に十分配慮する｡ 

 

(３)有人活動の特殊性への配慮 

 ＨＴＶは、有人活動の特殊性に配慮した設計を行っている。４項以降に、個々の設

計の内容を示す。 

 

（３）左記のとおりである。  
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４．宇宙環

境対策 

ＨＴＶは、宇宙における自然環境並びに打上げ時及

び軌道上における誘導環境から搭乗員及び安全に関

わるシステムが保護されるようにしなければならな

い。このため、以下のような対策を講じる必要がある。 

   

 （１）自然環境からの保護 

 ア 隕石・スペースデブリ 

隕石・スペースデブリの衝突により、ＨＴＶの

安全に関わるシステムが損傷し、搭乗員が危険な

状態とならないよう、可能な限り防御すること。 

なお、万一隕石・スペースデブリがＨＴＶに衝

突し、ＨＴＶの安全に関わるシステムが損傷した

場合には、ＨＴＶから宇宙ステーション本体への

退避により、搭乗員の安全確保を図ること。 

(１)自然環境からの保護 

ア 隕石・スペースデブリ 

隕石・スペースデブリの衝突により、ＨＴＶの安全に関わるシステムが損傷し、搭乗

員が危険な状態とならないよう、次の通りの防御対策をとっている。 

 

① 直径 1cm 以下のデブリ等 

ＨＴＶ与圧キャリア及び推進モジュールにはデブリバンパ等を設置し、デブリ等

の貫通を防ぐ設計としており、衝突試験により、デブリバンパ等の有効性を確認し

ている。 
バンパ装着による貫通防御対策が実施されていることを検査にて確認した。 
 

② 直径 10cm 以上のデブリ等 

直径10cm以上のデブリ等は米国のレーダ網で追尾して得られる軌道情報を基に、

ＨＴＶは、打上げあるいは離脱時、隕石／デブリに衝突しない飛行経路を予め決定

し飛行させるとともに、単独飛行中 ISS に到着するまでは、必要により衝突回避の

ための軌道変更を行う。 

また、ＨＴＶがＩＳＳに係留している間は、ＮＡＳＡがＩＳＳ軌道制御を行うこと

でデブリ等の衝突を回避する。 

上記の衝突回避手順となっていることについて、それぞれ手順書（フライトルー

ル）で確認した。 
 

 

③ 直径 1～10cm のデブリ等 

この範囲のデブリ等は、上記②に示すレーダ監視による軌道変更という対応がと

れない場合がある。ＨＴＶ単独飛行中に万一デブリ等が衝突した場合、ＨＴＶの健

全性を確認し、飛行継続の可否を判断する。 
また、ＩＳＳに係留する前は、ＩＳＳロボットアームでＨＴＶを把持した状態で、

ＩＳＳのカメラによりＨＴＶ側の結合機構にデブリ等との衝突による損傷がない

ことを目視検査する。 

ＩＳＳ係留前に目視検査が行われることについて、手順書（フライトルール）に

て確認した。 
 
係留中、ＨＴＶ与圧キャリアのハッチが開放された状態で、万一、デブリ等が衝

突してＨＴＶの与圧壁を貫通した場合、与圧壁の構造上、ＨＴＶ与圧キャリアが破

壊することはなく、ＨＴＶ与圧キャリア内の空気が漏洩することが確認されてい

る。その場合、ＩＳＳが圧力減少を検知し、搭乗員は緊急避難機へ避難する。その

際、可能な限りモジュール間のハッチを閉じて避難する。 
ＨＴＶが上記手順に対応できる（ＩＳＳが急減圧を検知した場合に、警告を受け

た後３分以内にハッチ閉鎖及びＩＭＶバルブの閉鎖等のＨＴＶの隔離作業に対応

できる）設計であることを確認した。 
 

デブリ等がＨＴＶを貫通しない確率（非貫通確率：PNP Probability of No Penetration）
は、10cm 以下の全てのデブリ等に対して 0.9977（年 1 回の飛行を想定し 10 年間で計

300 日の運用期間を前提）がＩＳＳの構成要素として配分されている。ＨＴＶでは、Ｉ

ＳＳ共通の解析ツールを用い、実際のデブリ貫通試験の結果を反映したパラメータを使

用することで PNP を評価している。 

（１） 

ア 

 

 

 

① ＨＴＶ７号機でもＨＴＶ１号機と同一設計のバ

ンパを取り付けることを検査で確認する。 

 

 

 

 

② 左記の運用については既にルール化されてお

り、ＨＴＶ７号機にも同じルールが適用される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ＩＳＳ係留前の結合機構部目視検査は既にルー

ル化された手順であり、ＨＴＶ７号機にも同じ

ルールが適用される。 

 

 

 

 

 

 

 

ハッチ、ＩＭＶバルブや搭乗員の移動支援について、

ＨＴＶ７号機でも隔離作業に対応した設計となって

いることを検査や機能試験で確認した。 

 

 

 

 

 

 

ＨＴＶ７号機でもＨＴＶ１号機と同一のデブリ防止

対策を採っている。また、ＨＴＶ５号機から、ＩＳＳ

への設置場所が従来のノード２だけでなくバックア

ップポートとしてノード１も追加されたため、ノー

ド 1 への設置も考慮した評価を行い問題ないことを

 

HTV-0009 隕石／デ

ブリとの衝突 
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なお、現在までのＩＳＳあるいはスペースシャトルの運用実績からは、デブリ等が貫

通したという報告はない。現在、直径 10cm 以下のデブリについても認識できるよう、

地上観測能力の向上、データベース充実に向けて米国で検討が進んでいる。日本ではス

ペースガードセンターで観測の取り組みが行われている。 
 

確認した。 

 

現在（平成３０年５月時点）においてもＩＳＳをデブ

リが貫通した実績は報告されていない。 

  イ 宇宙放射線 

 ＨＴＶの安全に関わる機器は、放射線による誤

動作、故障及び性能劣化を可能な限り生じないこ

と。 

   また、搭乗員が搭乗期間中に受ける放射線の被

曝量をモニターすること。 

イ 宇宙放射線 

ＩＳＳが運用される高度約 400km、軌道傾斜角 51.6 度の軌道においては、搭乗員及び

機器は、太陽系外から飛来する鉄等の重粒子成分を含む銀河宇宙線、太陽フレアで発生

する太陽放射線、地球磁気圏に定常的に捕捉されている捕捉放射線により被曝する。 

このため、軌道上の搭乗員については、ＩＳＳでは造血器官（深さ 5cm の線量当量）

に対する被曝が年間 400mSv (40rem) を超えないことが設計要求とされている。 

ＨＴＶ与圧キャリアは、外壁にアルミを使用し、外壁の外側にはアルミ製のデブリバ

ンパ、多層断熱材が設置され、また、ＨＴＶ与圧キャリア内の外壁内側には機器や物資

を搭載したラック、艤装品が設置され、放射線の遮蔽に寄与している。 

これらの対策により、ＨＴＶ与圧キャリア内の搭乗員に対する被曝量は、ＩＳＳ設計

要求値内に抑えられることを解析により確認している。なお、運用に当たっては、太陽

フレア等の突発的な現象に備え、太陽活動の観測やＩＳＳ船内・船外における宇宙放射

線計測を実施し、搭乗員の被曝量を定常的に把握する計画となっている。さらに、搭乗

員個人の被曝量を計測・記録し、宇宙放射線被曝のリスクを容認可能なレベルに保つた

め、搭乗期間及び船外活動（ＥＶＡ：Extra Vehicular Activity）の期間を適切に管理

することにより、生涯に受ける総被曝量及び一定期間内に受ける臓器・組織の被曝量を

制限する計画となっている。 

また、ＨＴＶの安全に関わる機器については、これらの放射線による誤動作、故障及

び性能劣化を生じないよう、耐放射線部品、放射線シールド、ソフトウェア改善（エラ

ー検出訂正等）等、対策を講じ、ＨＴＶとしての耐放射線性を評価・確認している。 

 

イ 

ＨＴＶ７号機でも主構造や搭載品重量・配置等はＨ

ＴＶ１号機と同様であり、ＨＴＶ与圧キャリア内の

搭乗員に対する被曝量についてもＩＳＳ設計要求値

内と判断している。 

搭乗員個々の被ばく管理はＩＳＳ全体のルールに従

って適切に実施されている。 

 

ＨＴＶ７号機の安全に関わる機器の部品等に変更は

なく、ＨＴＶ１号機と同等の耐放射線性が維持され

ている。 

 

 ウ 高真空、微小重力等 

 ＨＴＶは、高真空、微小重力、電磁波、プラズ

マ、高温・低温、原子状酸素等の環境に対して、

搭乗員の安全及び安全に関わる機器の正常な動

作を確保できること。 

   また、与圧部に設置される安全に関わる機器

は、減圧に耐え、再加圧後正常に動作すること。 

ウ 高真空、微小重力等 

① 高真空 

ＨＴＶ与圧キャリアは、搭乗員が高真空の環境に曝されないよう、ＩＳＳ本体側

による圧力制御によって内部圧力を維持する設計となっている。本件についてはＩ

ＳＳとのインタフェース管理仕様書（ＩＣＤ）に規定されており、ＨＴＶは搭乗員

滞在時はハッチを開放することで、ＩＳＳ本体側の全圧制御に依存する運用となっ

ていることを確認した。 

曝露環境に設置される機器は、高真空に曝されるため、地上との気圧環境の差異

を考慮した設計とされており、環境試験により、高真空下での耐環境性を確認した。

（減圧・再加圧については、11(３)を参照） 

 

② 微小重力 

微小重力下での物体の浮遊による搭乗員への衝突や挟み込みを防止するため、Ｈ

ＴＶに持ち込まれる、又は取り外される機器は、仮置き時に拘束器具が取付け可能

で、搭乗員による取扱いの作業手順が適切に設定されている。該当する機器につい

てはシートトラック/テザーポイントを設けることで、交換作業中に固定できる設

計としていることを図面、実機検査にて確認した。なお、小型機器は、バッグに収

納するか、ベルクロで固定するように、作業手順が適切に設定されていることを確

認した。 

また、微小重力下で搭乗員が作業を行う場合には、自身の足を固定できるよう、

適切な箇所に足部固定具が設置可能となっていることを、ＩＶＡにおいては図面で

確認した。 

 

 

ウ 

① 本件に係るＩＳＳ本体側とのインタフェースに

変更はなく、ＨＴＶ７号機も係留中はＨＴＶ１号

機同様にＩＳＳ本体側の機能で圧力制御される。 

ＨＴＶ７号機の曝露環境に設置される機器に設

計変更はなく、高真空下での耐環境性を有してい

る。小型回収カプセル搭載に伴い、復路ではハッ

チの代わりに与圧隔壁を使用するが、ISS 本体側 

のハッチを閉めた後の使用であり、搭乗員の安全

に影響はない。また、与圧隔壁のシール性につい

ても確認済みである。 

② ＨＴＶ７号機の構成品の内、軌道上微小重力環境

下で取り外される可能性がある「煙センサ」「可

搬式消火器」「可搬式呼吸器」について、取り扱

い手順等はＨＴＶ１号機から変更されていない。 

また、ＨＴＶ７号機に搭載される積荷の取り扱い

については、従来同様に積荷側の審査で確認を受

けるプロセスとなっている。 

ＨＴＶ７号機でも、搭乗員が両手作業を行えるよ

う、必要な足場固定具を設置するポイントが設け

られていることを検査で確認した。 

 

 

 

 

HTV-0006 過加圧に

よる構造破壊 

 

HTV-0004 シール／

バルブからの空気漏

洩 
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③ 電磁波 

（電磁波については、４（２）イ（ウ）を参照） 

 

④ プラズマ 

軌道上の太陽光線、高速荷電粒子の衝突により発生するプラズマは、機器を帯電

させ、機器の性能劣化・故障を引き起こす恐れがあるため、機器・構造物・熱制御

材等に対し、電気的接地の確保・帯電防止が行われている。 

これは打ち上げ前に各電気的結合部の抵抗を測定することで確認している。また

軌道上で交換される煙検知器は、電気的結合部を冗長または表面処理等の追加対策

を施すことで対応している。 

 

⑤ 高温・低温 

搭乗員が地上に比べて厳しい軌道上の熱環境に曝されないよう、ＨＴＶの内部で

は、ＩＳＳ本体側と換気を行うための空気循環ファン等により、搭乗員が軽装で活

動できる温度環境が提供されることを、受入試験にて確認している。 

また、軌道上の熱環境により機器の性能劣化・故障が生じないよう、打上げから

全運用範囲にわたって、各機器の温度を許容温度範囲内に保つため、宇宙空間との

熱の授受、最低・最高温度等を解析により、多層断熱材による保温、ヒータによる

加熱等の対策が十分であることを検証した。なお、ＨＴＶ実機の熱平衡試験を実施

し、予測温度を検証している。 

 

⑥ 酸素原子 

紫外線により解離生成される酸素原子は、有機材料・金属の表面の材料特性を変

化させるため、影響を受ける部分に対しては、ＩＳＳ共通の材料選定基準（実績の

ある材料又は部材を使用するか、適切な表面処理を施す）に従って、原子状酸素を

考慮した使用材料を選定していることを確認している。 

 

 

③ （４（２）イ（ウ）を参照） 

 

 

④ ＨＴＶ７号機についてもＨＴＶ１号機と同様の

電気的接地の確保・帯電防止設計を適用してお

り、最終的には射場で全機結合した状態で検査を

行うこととしている。煙センサ取付け部の設計に

ついてもＨＴＶ１号機と同様である。 

 

 

 

⑤ ＨＴＶ７号機に搭載する空気循環ファンの機能

性能が所定の要求を満足していることを受入試

験で確認した。 

多層断熱材やヒータの施工についてもＨＴＶ１

号機から維持している図面に基づき検査し、ヒー

タの機能については試験で確認した。 

熱設計についてはＨＴＶ１号機から変更がない

ため、ＨＴＶ１号機のワーストケース温度評価が

ＨＴＶ７号機でも有効である。 

ＨＴＶ５号機以降では、ＩＳＳへの設置場所が従

来のノード２だけでなくバックアップポートと

してノード１も追加されたため、ノード１設置前

提での追加評価を行い問題ないことを確認した。 

与圧部ヒータ削減に伴うコンフィギュレーショ

ン変更を考慮した熱解析でも問題ないことを確

認している。 

⑥ ＨＴＶ７号機で新たに使用する材料や部材につ

いては、ＩＳＳ共通の材料選定基準に適合してい

ることを使用材料リストで確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTV-0013 接触面温

度異常 

 

 （２）誘導環境からの保護 

ア 打上げ時の誘導環境 

  構造及び安全に関わる機器は、打上げ時におけ

る振動、加速度、音響、圧力等の誘導環境につい

て、打上げ機搭載時の諸条件に耐えられること。 

(２)誘導環境からの保護 

ア 打上げ時の誘導環境 

ＨＴＶの構造・機器は、打上げ時の誘導環境に基づいて、H-IIB ロケット内のＨＴＶ

の搭載を考慮した振動・加速度・音響・圧力等の諸条件に対して、構造破壊・劣化等を

起こさないよう、設計マージンが確保されている。 

以下の設計検証結果について、詳細を５項に示す。 

・剛性設計 

・強度設計 

・疲労強度設計 

 

（２） 

ア 

打上げ環境条件等はＨＴＶ１号機と同じであり、設

計検証結果はＨＴＶ７号機でも有効である。 

特に、曝露パレットについては、号機固有の搭載構造

や形態が毎号機異なることから、ＨＴＶ７号機の曝

露パレットも構造解析にて、十分強度を有している

ことを確認した。 

ＨＴＶ７号機で搭載する小型回収カプセル及び与圧

隔壁についても十分強度を有していることを確認し

た。 

 

HTV-0005 構造破壊 

 

 イ 軌道上の誘導環境 

（ア）雰囲気空気 

酸素濃度、二酸化炭素濃度、一酸化炭素濃度、

気圧等の環境については、宇宙ステーションの

機能を利用して制御するため、ＨＴＶ内及びＨ

ＴＶと宇宙ステーション間で適切な換気が実

施できること。また、ＨＴＶ内でこれらについ

ての異常が発生した場合には、異常の発生を宇

イ 軌道上の誘導環境 

(ア)雰囲気空気 

① 酸素等の濃度 

ＨＴＶ与圧キャリアは、空気の浄化機能を持たないため、酸素濃度、二酸化炭素

濃度、一酸化炭素濃度等の制御はＩＳＳの機能に依存している。ＩＳＳ本体側で

酸素分圧の制御、二酸化炭素・有毒ガス等の除去が行われることを、ＩＳＳとの

ＩＣＤに規定されていることで確認した。 

係留フェーズでは、隣接するノード 2 とＨＴＶ間のハッチを開放し、ＨＴＶ与

イ 

（ア） 

① ＩＳＳ本体側とのＩＣＤに変更はなく、酸素分

圧制御、二酸化炭素・有害ガス等の除去はＩＳＳ

本体側で行われている。 

ＨＴＶ２号機でダクト系設計の見直しが行わ

れ、あらためて空気循環風量の要求に適合して

いることを確認した。 

HTV-0002 大気汚染 
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宙ステーションに通知し、搭乗員に知らせるこ

とができること。 

さらに、ＨＴＶの宇宙ステーションへの結合

前には、これらについての異常がないことを確

認できること。 

圧キャリア内の空気循環ファンにてノード2の空気をＨＴＶ与圧キャリアに導入

するとともに、ＨＴＶ与圧キャリア内部の空気の循環を行っている。ＨＴＶ与圧

キャリアに導入された空気の一部はＨＴＶ与圧キャリア中を再循環し、大部分は

ハッチを経由してノード２へ環流する。この設計については、ＨＴＶ１の与圧部

にはＩＳＳ本体との空気換気のため１つのファンが設置され、ＨＴＶと隣接する

モジュール間の通風換気が可能な設計となっていることを通風量の測定により

確認した。また、このファンはＨＴＶ与圧キャリア内部の空気攪拌用のファンを

かねているが、ファン停止時には、クルー退避までＣＯ２濃度が危険なレベルに

ならないことを解析で確認している。 

なお、火災発生時には消火剤としてＣＯ２が噴霧される。この消火剤が放出さ

れた場合は、ＣＯ２濃度が上昇するが、ＨＴＶ内の空気循環により一時的なもの

であることを確認している。 

係留中にハッチを閉じてＨＴＶを隔離している際には、クルーが立ち入る可能

性がないことから、ＨＴＶ与圧キャリア内の空気を循環しない。 

 

② 気圧 

係留中でハッチを開放している際、ＨＴＶ与圧キャリア内部の圧力はＩＳＳ全

体の圧力制御の一環で制御され１気圧に維持されている。通常運用時、ＨＴＶと

ＩＳＳ本体を隔てるハッチは開放されており、ＨＴＶ内の急激な減圧はＩＳＳ本

体で検知され、ＩＳＳ全体に警告・警報（警告音と警告灯）されることを、ＩＳ

ＳとのＩＣＤに規定されていることを確認した。なお、ＨＴＶは警告・警報機能

を隣接するモジュールの機能に依存している。 

ハッチを閉じてＨＴＶをＩＳＳから隔離した状態では、ＨＴＶ与圧キャリア内

圧をモニターし、空気圧力が所定の値を上回ったら、２系統のベントリリーフバ

ルブによって与圧空気を宇宙空間へ排出する。 

 

③ 温度・湿度 

ＨＴＶ与圧キャリア内の温度・湿度の制御はＩＳＳの環境制御機能に依存して

おり、ＨＴＶの空気循環ファンにより、ＨＴＶ内の温湿度維持に必要な換気が隣

接モジュールとできることを解析にて確認している。 

 

④ 気流等 

ＨＴＶ与圧キャリア内部では、微小重力下において特定の場所に空気の滞留が

生じないように、空気循環ファンの容量・回転数・ディフューザ仕様（形状・吹

き出し面積・方向・絞り量等）を最適化して人工的に適切な空気流を発生させる。

無重力を考慮し、空気循環が適切であることを解析、及び可能な限り対流を抑え

た空気循環試験をしている。また、ファン停止時には、クルー退避までは、ＣＯ

２濃度が危険なレベルにならないことを解析にて確認している。ファン故障時

は、ＨＴＶ制御系及びＩＳＳ側にて検知し、クルーは退避する。 

 

⑤ 結合前の異常確認 

ＨＴＶは、打上げ直前にＨＴＶ与圧キャリア内の空気組成を分析し、適切な組

成であることを確認する計画である。また、ＨＴＶがＩＳＳ係留後入室前に、Ｈ

ＴＶ与圧キャリア内の気圧が規定値内であることを確認する手順が設定されて

いることを手順書にて確認した。 

 

ＨＴＶ７号機はＨＴＶ２号機と同じダクト系設

計であるため、空気循環等の評価についてもＨ

ＴＶ２号機で構築した解析モデルに準じてい

る。ＨＴＶ７号機としては空気循環ファンの機

能性能が解析モデルの前提となる所定の要求を

満足していることを受入試験で確認した。 

ファン停止時のＣＯ２濃度上昇や消火剤放出後

の評価に関し、ＨＴＶ５号機から与圧部後方ド

ーム搭載システムが追加されたものの、これま

で同様にパーテーションで仕切られるため、評

価の前提となる与圧キャリア内部容積は同じで

ある。そのためＨＴＶ１号機の評価結果がＨＴ

Ｖ７号機に対しても有効である。 

 

 

② ＨＴＶ１号機同様にＨＴＶ７号機与圧キャリア

内部の圧力はＩＳＳ全体の圧力制御の一環で１

気圧に維持される。ＨＴＶ７号機内の急激な減

圧がＩＳＳ本体側で検知されることもＨＴＶ１

号機同様であり、その前提となるＩＣＤにも変

更はない。 

ＨＴＶ７号機をＩＳＳから隔離した状態での与

圧キャリア内圧力制御のため、ＨＴＶ１号機同

様に２系統のベントリリーフバルブを設置し、

適切に機能することを試験で確認した。 

 

③ ダクト系設計見直し後のＨＴＶ２号機の検証結

果（適切に空気循環ができることを試験と解析

で確認した）と同様に、ＩＳＳ本体側と適切に換

気できることを空気循環ファンの機能試験で確

認した。 

 

④ ディフューザの仕様について、ダクト系設計見

直し後のＨＴＶ２号機同様であることを検査で

確認し、空気循環ファンが解析の前提となる風

量等を供給出来ることを試験で確認した。また、

ファンの故障がＩＳＳ側で検知できるよう、Ｉ

ＳＳとの通信インタフェースが適切に機能する

ことを機能試験で確認した。 

 

⑤ ＨＴＶ１号機同様に、打上げ前に与圧キャリア

内の空気組成を分析して問題がないことを確認

する計画である。ＩＳＳ係留後入室前に気圧が

規定値内であることを確認する手順はルール化

されており、ＨＴＶ７号機にも適用される。 

 （イ）汚染 

有害物質は、使用しないことを原則とする

が、使用することが避け難い場合は、搭乗員の

安全に影響を与えないこと。 

(イ)汚染 

＜有害物質の放出防止＞ 

ＨＴＶにおいては、ＩＳＳ計画で規定された材料選定基準（ＨＴＶのボリューム

を考慮して、各物質ごとの人体に対する許容量が定められている）に従って、使用

（イ） 

ＨＴＶ７号機、小型回収カプセル及び与圧隔壁で

新たに追加される材料に対しても同じ選定基準が

適用され、有毒・危険な化学物質・材料は使用され

 

HTV-0002 大気汚染 
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なお、一旦発生したものの低減は、宇宙ステ

ーション本体の機能に依存するが、大量の有害

物質が発生した場合には、一旦与圧部内の空気

を宇宙空間へ排出できること。 

 

する材料が選定されていることを確認している。有毒・危険な化学物質・材料は使

用されていない。 

構造・内装・搭載機器等に使用される非金属からのオフガスについては、製造・

試験段階で必要に応じて部品・機器・ラックレベルでオフガス試験を実施し、オフ

ガス発生量がＩＳＳで設定される基準レベル内であることを確認している。 

 

＜制御＞ 

ＩＳＳ本体において搭乗員に影響を与えることが想定される放出物質の監視・警

報発出・制御が行われる。ＨＴＶでは、特定の毒物等による汚染源を有していない

ため、汚染源を持つ実験装置等の搭載物が必要な制御を行う。 

ＨＴＶ与圧キャリア内で汚染が発生し、緊急処置が必要となった場合、搭乗員は

隣接するモジュールに避難し、ハッチを閉じＨＴＶを隔離する。ＨＴＶがハッチ及

びモジュール間のバルブを閉じる能力を持つことを機能試験にて確認している。 

また、汚染をＩＳＳ本体側で除去できない場合には、ＨＴＶ与圧キャリア内の空

気を宇宙空間へ排出して汚染物質を除去する。このための能力として、船外とのＨ

ＴＶキャビン間に設置した排気バルブが有効であることを、機能試験にて確認して

いる。 

クルー退避路、警告警報装置が適切な設計となっていることを解析、機能試験で

確認している。なお、ＨＴＶ隔離のため、ハッチはＩＳＳ共通品を使用しているこ

とを確認している。（４(３) 軌道上環境等の保全、11(１)ウ 汚染を参照。） 

 

 

ていないことを使用材料リストで確認した。 

ＨＴＶ７号機でも射場でオフガス試験を実施し、

与圧キャリア内のオフガス発生量が基準を満足し

ていることを確認する計画である。 

 

 

ＨＴＶ１号機同様、ＨＴＶ７号機としては与圧キ

ャリア内の毒物等の汚染源は搭載しておらず、実験

装置等の汚染源については装置側で必要な制御を

行う。 

 

ＨＴＶ７号機が緊急時の隔離に対応できること

について、ハッチ及びバルブ等の機能試験で確認し

ている。排気バルブが適切に機能することについて

も機能試験で確認した。 

 

搭乗員の退避路が設計どおり適切に設定されて

いることを検査で確認した。ＩＳＳ共通のハッチが

適切な品質を有することについて検査で確認した。 

 （ウ）振動、音響、電磁波 

ＨＴＶの機器が発生する振動、音響及び電磁

波は、搭乗員及び安全に関わる機器に影響を与

えないこと。 

また、安全に関わる機器は、宇宙ステーショ

ンより発生するこれらの環境に十分耐えられ

ること。 

（ウ）振動、音響、電磁波 

＜振動＞ 

振動源となり得る回転機器としては、空気循環ファンがあるが、当該ファンから

発生する振動は、ＩＳＳの微小重力実験に影響を及ぼさないよう抑制されているた

め、人体あるいは搭載機器に影響を与えるレベルではないことを運転試験により確

認している。 

ＩＳＳでは、ＩＳＳの軌道変更等から加速度が生じるが、これらの荷重にＨＴＶ

の構造が耐えることを解析にて確認している。なお、この荷重は打上げ時の振動環

境に比較して小さいことを確認しており、搭乗員、ＨＴＶ、搭載機器等に影響を与

えない。 

 

＜音響＞ 

空気循環ファン、空調ダクト、バルブ、ノズル等から音を発するが、ＩＳＳ計画

では、搭乗員に快適な環境を提供できるよう、騒音に対する設計基準が設定されて

おり、ＨＴＶにおいても当該基準を適用して設計されている。 

空調ダクト、ノズルから発生する騒音が、ＩＳＳ計画における騒音に対する設計

基準以下であることを解析、試験にて確認している。 

なお、一部規定を満足しないが、短時間のＨＴＶ内の搭乗員活動を考慮すると許

容可能であることを解析にて確認している。 

 

＜電磁波＞ 

ＩＳＳの各機器、地上レーダ、スペースシャトル、ソユーズ、プログレス、ＡＴ

Ｖ、人工衛星等から電磁波が発生するが、ＩＳＳ計画では電磁干渉によって機器に

誤動作等を引き起こさないよう、電磁波を生じる側と受ける側の双方に対して規定

が設けられている。ＨＴＶにもこの規定が適用され、機器レベルからシステム全体

にわたって、試験により電磁適合性（ＥＭＣ）を確認した。 

 

（ウ） 

空気循環ファンに異常な振動等がないことについ

て機能試験で確認した。 

ＨＴＶ７号機の主要構造はＨＴＶ１号機から変更

されておらず、軌道上荷重への耐性等についてＨＴ

Ｖ１号機で実施した評価が有効である。 

 

 

 

 

 

 

ダクト系設計が見直されたＨＴＶ２号機の騒音評

価（ＨＴＶ１号機と同等であり要求に適合）に基づ

き、ＨＴＶ７号機に搭載する空気循環ファンの騒音

レベルが許容可能なレベルであることを受入試験

で確認した。また、騒音解析の前提となるダクトや

ノズル等の設計がＨＴＶ２号機同様であることを

検査で確認した。 

 

 

ＨＴＶ７号機に搭載する機器に対し、電磁適合性

の前提となる適切な電気的接地の確保・帯電防止が

なされていることを検査で確認した。なお、ＨＴＶ

構成要素（与圧モジュール、電気モジュール等）間

の接地等については射場で確認する計画としてい

る。また、ＨＴＶ７号機ではＩＳＳ搭乗員から接近

中断等のコマンドを送信するための専用端末を使

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTV-0015 騒音 

 

 

 

 

 

 

 

HTV-0017 電磁放射 
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用する必要がなくなったため、専用端末から接続す

るケーブルからの電磁放射を考慮する必要がなく

なった。ケーブル削除により電磁感受性が悪化する

ことはないことも確認した。また、地心側のアンテ

ナを削除したため、同様に本アンテナに対する電磁

適合性の評価が不要となった。 

 （３）軌道上環境等の保全 

宇宙空間における不要な人工物体となるもの

の発生については、合理的に可能な限り抑制する

ように考慮すること。このため原則として、固体

の廃棄物及び短期間に気化しない液体の廃棄物

を軌道上に投棄しないこと。 

 

(３)軌道上環境等の保全 

ＨＴＶは、廃棄物は持ち帰るかあるいはＨＴＶ自身で投棄するため、軌道上で放出し

なければならない固体の廃棄物を持たない。積み荷等の誤放出を防止するために、３つ

のインヒビットにより結合機構の不意の動作が防止できていることを試験で確認した。 

また、機器の故障時には、ＨＴＶの推進薬が船外に漏洩する可能性があるが、スラス

タバルブの意図しない開放を防止するために３つのインヒビットにより制御している

ことを試験で確認し、バルブシールから漏洩する少量の推進薬は短時間に気化すること

を要素試験にて確認している。 

 

（３） 

ＨＴＶ７号機は軌道上で放出しなければならない

固体の廃棄物を持たない。また、ＨＴＶ１号機同様

に積み荷の誤放出やスラスタバルブの意図せぬ解

放を防止するための３つのインヒビットが適切に

機能することを試験で確認した。ＨＴＶ７号機から

ＩＳＳ搭乗員が緊急時にロボットアーム把持部を

分離するコマンドを送信するための専用端末が変

更になったが、従来と同様に機能することをＮＡＳ

Ａからの情報提示に基づき確認した。 

ＨＴＶ７号機でも、ＨＴＶ６号機と同様ＮＡＳＡ

が開発したＩＳＳ用リチウムイオンバッテリを曝

露パレットで輸送し、古いバッテリを回収して廃棄

するが、バッテリの取付け／取外し機構を含むアダ

プタプレートはバッテリと共にＮＡＳＡから提供

され、インタフェース構造を介して曝露パレットに

取り付けられている。 

HTV-0010 浮遊物の

ＩＳＳへの衝突 

 

HTV-0003 推進薬漏

洩による汚染 

５．構造及

び材料 

  ５  

 （１）構造 

ＨＴＶの構造は、搭乗員及び搭載機器を宇宙環

境から保護するとともに、安全に支持するため、

十分な余裕度を持って設計・開発されなければな

らない。このため、以下のような対策を講じる必

要がある。 

ア 設計 

不測の事態において一つの構造部材が損傷

しても、搭乗員を危険な状態に陥らせないこ

と。 

また、圧力容器（与圧部構造体を含む。）は、

リークビフォアラプチャ又は安全寿命設計で

あること。 

(１)構造 

ア 設計 

＜荷重条件＞ 

① 飛行荷重 

打上げ・軌道上・帰還の定常運用における全ての荷重モードに対して、十分な剛

性・静強度・疲労強度を持つよう設計され、その結果は解析及び強度試験によっ

て検証され、十分な安全性を持つことが確認されている。 

② 構造損傷 

搭乗員の過失等、不測の原因によりＨＴＶの構成機器等に構造損傷が生じた場

合にも、搭乗員・ＨＴＶが直ちに危険な状態に陥ることのないよう、構造損傷を

受けていない残りの構造で、制限荷重まで耐える設計となっている。 

＜圧力容器の設計＞ 

ＨＴＶ与圧キャリア隔壁を含む圧力容器は、破裂の危険性に対し十分な安全性を

確保するため、次の対応が取られている。 

① 最大設計圧力（ＭＤＰ：Maximum Design Pressure） 

圧力システムを構成する機器（圧力解放機構、減圧弁、温度制御装置等）の考え

られる 2つの故障を想定した場合の、最悪の到達圧力をＭＤＰとして設定し、さ

らにＭＤＰに所定の安全係数を乗じた圧力に対して必要十分な強度を持たせた

設計であることを、設計解析及び耐圧試験等で確認している。（安全係数について

は、イ 強度及び剛性を参照） 

② リークビフォアラプチャ 

ＨＴＶ与圧キャリア隔壁については、破壊靭性値の高い材料と運用圧力におけ

る適切な応力を選ぶことにより、リークビフォアラプチャ設計（容器に許容値を

超える長さの亀裂が発生した場合でも、亀裂が貫通してリークが発生することで

（１） 

ア 

① ＨＴＶ７号機はＨＴＶ１号機で検証された主構

造設計を引き継いでおり、ＨＴＶ１号機の設計

検証結果が適用できる。小型回収カプセル及び

与圧隔壁についても十分な強度を持つことを確

認した。また、破壊防止管理計画書に基づき、適

切に製造されたことを確認した。 

② ＨＴＶ７号機はＨＴＶ１号機で検証された主構

造設計を引き継いでおり、ＨＴＶ１号機の設計

検証結果が適用できる。また、クリティカルな構

造部材に対しては破壊管理計画に基づいた適切

な製造・取扱いがなされており、打上げまで問題

となる損傷が発生していないことを破壊管理報

告書（各種検査記録等を取りまとめた文書）で確

認した。小型回収カプセル及び与圧隔壁につい

ても同様に破壊管理結果報告書で確認した。Ｎ

ＡＳＡ／ＥＳＡラックを搭載した場合も検証範

囲内であることを確認した。 

① ＨＴＶ７号機はＨＴＶ１号機で検証された主構

造設計を引き継いでおり、ＨＴＶ１号機の設計

検証結果が適用できる。ＨＴＶ７号機の与圧部

構造に対しても耐圧試験を実施し、問題無いこ

とを確認した。復路にて小型回収カプセル搭載

 

 

HTV-0005 構造破壊 

 

HTV-0006 過加圧に

よる構造破壊 

 

HTV-0007 爆発 
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圧力を下げ、破裂を起こさない設計）としていることを解析にて確認した。 

 

に使用する与圧隔壁についても設計解析及び耐

圧試験で確認している。 

② ＨＴＶ７号機はＨＴＶ１号機で検証された主構

造設計を引き継いでおり、ＨＴＶ１号機の設計

検証結果が適用できる。 

 

 イ 強度及び剛性 

ＨＴＶの構造は、打上げ時及び軌道上におい

て想定される環境条件の下で、十分な強度及び

剛性を有し、運用期間に対し十分な疲労寿命を

有すること。 

イ 強度及び剛性 

＜剛性＞ 

① 有害な変形の防止 

ＨＴＶには、H-IIB ロケットによる打上げ、軌道上荷重（ＩＳＳの軌道変更等）

による荷重が負荷されるため、運用中の最大荷重に対し、次の剛性を持つように

設計した。 

(ア) 複合した環境条件の下で、結合部を含め構造物に有害な変形が生じない 

(イ) 変形によって構体の連接部品間の接触・干渉を生じない 

② 有害な共振の防止 

打上げ・軌道上運用において、ＨＴＶと H-IIB ロケット、ＨＴＶとＩＳＳの間

での共振により、過大な荷重が加わり、有害な変形・破壊を起こすことのないよ

うにＨＴＶは設計した。 

 

①および②については、以下のように構造解析、試験で検証した。 

解析に使用した構造数学モデルは、構造検証モデルでモーダルサーベイ試験を

実施し、ハードウエアとの相関性があることを確認した。搭載機器レベル等の、

ランダム振動、音響振動に敏感な部位に対しては、振動試験を実施して確認した。 

またＰＦＭモデルを用いて、静荷重試験を実施した。 

インタフェース荷重の検証として、設計の進捗に合わせて軌道上柔結合解析が

行われており、ＨＴＶの構造設計の条件が包絡されていることを確認した。これ

は打ち上げ前までに最終的な確認を行う（宇宙開発委員会報告後に確認を完了し

た）。 

 

＜静荷重強度＞ 

ＨＴＶの構造は、打ち上げ、着陸、軌道上荷重の中で予想最大荷重である制限

荷重に、安全率（打ち上げ・着陸時に対しては降伏１．０倍・終極安全率１．２

５倍、軌道上荷重に対しては降伏１．１倍・終極安全率１．５倍）を乗じた、降

伏・終極荷重に対し、温度等を複合した環境条件の下で、降伏・破壊を生じない

ように設計している。 

これらは、以下のように検証した。 

構造解析を実施した。解析に使用した構造数学モデルは、構造検証モデルでモ

ーダルサーベイ試験を実施し、ハードウエアとの相関性があることを確認した。

またＰＦＭモデルを用いて、検証を実施した。 

なお、一部の機器は静荷重試験を実施しない代わりに、安全率を大きく（終局荷

重に対して２．０倍の安全率）とった検証を行った。 

インタフェース荷重の検証として、設計の進捗に合わせて柔結合解析が行われ

ており、ＨＴＶの構造設計の条件が包絡されていることを確認した。これは打ち

上げ前までに最終的な確認を行う。 

 

＜疲労強度＞ 

① 寿命 

ＨＴＶの構造には安全寿命設計が適用され、機械的、熱的負荷サイクルに安

全率を乗じた負荷サイクルを受けても構造破壊が生じないよう設計されてい

る。ＨＴＶの寿命は全運用サイクルを考慮して評価しているが構造設計は最も

 

 

① ＨＴＶ７号機はＨＴＶ１号機で検証された主構

造設計を引き継いでおり、ＨＴＶ１号機の設計検

証結果が適用できる。小型回収カプセル及び与圧

隔壁についても十分な剛性を持つことを確認し

た。ＮＡＳＡ／ＥＳＡラックを搭載した場合も検

証範囲内であることを確認した。 

② ＨＴＶ７号機はＨＴＶ１号機で検証された主構

造設計を引き継いでおり、ＨＴＶ１号機の設計検

証結果が適用できる。小型回収カプセル及び与圧

隔壁についても有害な変形・破壊を起こさないこ

とを確認した。ＮＡＳＡ／ＥＳＡラックを搭載し

た場合も荷重は検証範囲内であることを確認し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＨＴＶ７号機はＨＴＶ１号機で検証された主構

造設計を引き継いでおり、ＨＴＶ１号機の設計検証

結果が適用できる。小型回収カプセル及び与圧隔壁

についても十分な静荷重強度を持つことを確認し

た。ＮＡＳＡ／ＥＳＡラックを搭載した場合も検証

範囲内であることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ＨＴＶ７号機はＨＴＶ１号機で検証された主構

造設計を引き継いでおり、ＨＴＶ１号機の設計検

証結果が適用できる。小型回収カプセルおよび与

圧隔壁についても同様の確認を実施した。ＮＡＳ

Ａ／ＥＳＡラックを搭載した場合も検証範囲内

HTV-0005 構造破壊 

 

HTV-0006 過加圧に

よる構造破壊 

 

HTV-0007 爆発 

 



資料 31-1-2 付表-1 「宇宙ステーション補給機（ＨＴＶ）に係る安全対策の評価のための基本指針｣に対するＨＴＶ７の適合性確認結果 （10／20） 

赤字＋下線：ＨＴＶ１のフェーズⅢ検証確認結果内容を反映した箇所。（フェーズⅡまでの検証確認結果は黒字） 

 

項目 ＨＴＶに係る安全対策の評価のための基本指針 ＨＴＶ１号機の適合性確認結果（宇宙開発委員会にて妥当性評価済み） ＨＴＶ７号機の適合性確認結果 関連ハザードレポート 

厳しい荷重が負荷される打上時が評定となる。新規設計要素である主構造部分

は静荷重試験で強度の確認を行い、安全寿命設計の結果についても十分な余裕

があることを確認した。 

② 安全率 

ＨＴＶの構造には安全寿命設計が適用され、機械的・熱的負荷サイクルにＩ

ＳＳの規定である安全率４．０を乗じた負荷サイクルを受けても構造破壊が生

じないよう設計した。 

③ 疲労寿命の確認 

該当部分の破損が、搭乗員・ＨＴＶ・ＩＳＳに重大な影響を与えるＨＴＶの

構造要素（フラクチャ・クリティカル・アイテム）は、非破壊検査及び亀裂進

展解析を実施し、欠陥が許容される範囲内であることを確認した。 

 

であることを確認した。 

② ＨＴＶ７号機はＨＴＶ１号機で検証された主構

造設計を引き継いでおり、ＨＴＶ１号機の設計検

証結果が適用できる。小型回収カプセルおよび与

圧隔壁についても同様の確認を実施した。 

 

③ ＨＴＶ７号機はＨＴＶ１号機で検証された主構

造設計を引き継いでおり、ＨＴＶ１号機の設計検

証結果が適用できる。また、クリティカルな構造

部材に対しては破壊管理計画に基づく非破壊検

査を行い、部材の欠陥が許容範囲内であることを

確認した。小型回収カプセルおよび与圧隔壁につ

いても同様の確認を実施した。 

 （２）材料 

材料については、可燃性、臭気・有害ガス発生、

腐食、応力腐食割れ等の特性を十分考慮して使用

すること。 

(２)材料 

ア 可燃性・有害ガス発生に対する考慮 

火災防止、搭乗員の健康傷害防止のため、ＨＴＶ与圧キャリア内の非金属材料には

不燃性・難燃性で、有害ガスの発生が極めて少ない材料が使用されていることを確

認している。これは、以下のようなＩＳＳ共通の基準に従い選定し、使用されている

ことを、材料選定時の評価、組み付け時の検査にて確認している。 

・可燃性：材料レベルでの可燃性試験において規定値以上の可燃伝播が生じない材

料（実績の無い材料は、試験を行い評価している）であるか、機器に搭載された状

態で機器筐体により火炎伝播が防止されてるように使用される材料。 

・オフガス：ＨＴＶのボリュームを考慮して、各物質ごとに人体に対する許容量以

下となるように、非金属材料の使用量を制限するか、機器レベル等でオフガス試験

を実施して、ガス発生量が許容値以下であることを確認する。 

 

（２） 

ア 

ＨＴＶ７号機、小型回収カプセル及び与圧隔壁で新

たに使用される材料等について、ＩＳＳ共通の基

準に適合していることを使用材料リストで確認し

た。また、オフガス濃度が許容範囲内であることを

確認する。 

 

HTV-0001 火災 

 

HTV-0002 大気汚染 

 

  イ 破壊靭性に対する考慮 

デブリの衝突等によって不測の損傷を受けた場合でも致命的破壊に至らないよう、

ＨＴＶ与圧キャリア外壁等には高い破壊靭性値（部材に潜在する初期欠陥が壁面に

沿って進展しないような特性を持つ材料を、壁厚を考慮して選定）を持つ構造部材

が使用されていることを、検査にて確認している。 

 

イ 

ＨＴＶ７号機はＨＴＶ１号機で検証された主構造

設計を引き継いでおり、ＨＴＶ１号機の設計検証結

果が適用できる。 

HTV-0009 隕石／デ

ブリとの衝突 

 

  ウ 流体適合性に対する考慮 

構成材料は、推進系に使用している燃料及び酸化剤への化学的耐性を考慮して選定

されたことを検査にて確認している。 

 

ウ 

ＨＴＶ７号機に実際に搭載される機器等が、ＨＴ

Ｖの燃料や酸化剤と適合性を考慮して選定されて

いる材料であることを機器の受け入れ検査で確認

した。 

HTV-0007 爆発 

 

  エ その他の材料特性 

宇宙環境と有人活動という特殊な条件の中で、材料劣化を防止するため耐腐食性・耐

応力腐食性・耐電食性等を考慮して過去の実績のある材料から選定するか、適切な表面

処理をすること等の基準に従って、ＨＴＶ構造材料が選定されていることを検査にて確

認している。 

 

エ 

ＨＴＶ７号機で新たに使用される材料等につい

て、ＩＳＳ共通の基準に適合していることを使用材

料リストで確認した。 

 

６．推進 ＨＴＶは、自ら推進系を有し、宇宙ステーションに

接近・係留・離脱するシステムであることから、推進

薬の漏洩・爆発、推進系の予期せぬ作動・停止等が起

こらないよう必要な対策を講じること。 

 

 

 

推進系はそれぞれ２系統のメインエンジン系統と姿勢制御系統から構成される。 

(１)推進薬の漏洩・爆発 

ア 推進系の耐圧設計 

圧力システムの構成品は、適切な材料の選定、ＭＤＰ及び安全率の設定、フラクチ

ャコントロール、適切な溶接等により推進系機器の耐圧設計を行っている（５（１）

を参照。）。 

 

６ 

（１） 

ア 

ＨＴＶ７号機の圧力システム構成品に対し、ＭＤ

Ｐや安全率等所定の要求が適用され、各構成品が

これを満足していることを受け入れ検査で確認し

た。 

HTV-0003 推進薬漏

洩による汚染 

 

HTV-0007 爆発 

 

 



資料 31-1-2 付表-1 「宇宙ステーション補給機（ＨＴＶ）に係る安全対策の評価のための基本指針｣に対するＨＴＶ７の適合性確認結果 （11／20） 

赤字＋下線：ＨＴＶ１のフェーズⅢ検証確認結果内容を反映した箇所。（フェーズⅡまでの検証確認結果は黒字） 

 

項目 ＨＴＶに係る安全対策の評価のための基本指針 ＨＴＶ１号機の適合性確認結果（宇宙開発委員会にて妥当性評価済み） ＨＴＶ７号機の適合性確認結果 関連ハザードレポート 

 イ 推進薬の漏洩防止 

配管継ぎ手からの推進薬の漏洩を防止するため、実績のある金属シールが使用され

ていることを検査及び試験にて確認した。 

また、配管等の凍結により配管に亀裂が生じ、推進薬が漏洩することを防止するた

めに、２系統の姿勢制御系それぞれに独立したヒータを設置し温度制御されているこ

とを試験で確認した。 

 

 ウ 推進薬の混合防止 

① 燃料・酸化剤タンク上流での燃料と酸化剤の混合防止 

燃料及び酸化剤蒸気が、それぞれを蓄積するタンク上流にあるヘリウム加圧ガス

系統で混合し、爆発することを防止するため、遮断弁を２つずつ有していることを

検査及び試験にて確認した。 

② 推進系の過熱防止 

連続通電による過熱を防止するため、３系統の異常モニター及びヒータ電力遮断

機能を有していることを検査及び試験にて確認した。 

 

(２)予期せぬ作動・停止の防止 

ＩＳＳの近傍では、ＨＴＶは姿勢制御系統を用いて接近する。姿勢制御系統を構成す

る、バルブ、圧力センサ、温度センサ等の機能部品が故障した場合には、別系統に切り

替えて飛行を継続する。さらに、切り替わった姿勢制御系が、故障した場合には、メイ

ンエンジン系統に切り替えて緊急離脱を行う。これらは、シミュレーション等を用いた

設計解析及び試験で確認した。 

 

イ 

継手部に適切な金属シールが使用され、漏洩量が

要求を満足していることを検査で確認した。また、

２系統のヒータが独立に配管等を温度制御できる

ことを試験で確認した。さらに HTV7 号機では推薬

漏洩の検知の精度を高めるために試験条件を高圧

にし、推進系から推薬が漏洩しないことを確認し

た。 

ウ 

① 燃料・酸化剤タンク上流における各蒸気の混合

防止のため、ＨＴＶ１号機同様にタンクと上流

のバッファチューブ間に２つの遮断弁が設置さ

れていることを検査で確認した。また、遮断弁

解放時の混合を防止するための２つの逆止弁が

設けられていることについても確認した。 

② 過加熱防止のための３系統の異常モニター及び

電力遮断機能がそれぞれ機能すること検査及び

試験で確認した。 

 

（２） 

HTV7 号機の誘導制御計算機試験及び緊急離脱装置

間のインタフェース試験において、各系統の機能や

系統切り替えおよび自動で緊急離脱系へ切り替わ

ることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTV-0008 ＩＳＳへ

の衝突 

７．誘導・

制御 

 ＨＴＶは、宇宙ステーションに接近・係留し物資補

給を行うとともに、宇宙ステーションの廃棄品を搭載

後、離脱する無人の軌道間輸送機であることから、宇

宙ステーションへの衝突が起こらないよう必要な対

策を講じること。 

このため、ＨＴＶは宇宙ステーションへの接近・離

脱において、安全な経路を確保すること。 

また、万一ＨＴＶが宇宙ステーションに衝突する恐

れが発生した場合には、ＨＴＶは宇宙ステーションか

ら安全に衝突回避できる機能を有すること。 

 

 

(１)ＨＴＶの飛行経路 

ＨＴＶは、H-IIB ロケットによってＩＳＳ軌道より低い軌道に投入された後に、メイ

ンエンジンを使用して徐々にその高度を上げながらＩＳＳに後方から接近していく。Ｈ

ＴＶが故障してもＩＳＳへ衝突しないよう、常に、ＩＳＳから少し離れた地点を目指し

接近していく。飛行中に異常が発生した場合には、自動的に、あるいは常時モニターを

行う地上からの指令により、接近を中断する。 

ＩＳＳ近傍に到達した段階で、ＨＴＶの故障によりＩＳＳに衝突する可能性が生じた

場合、自動であるいはＩＳＳ搭乗員又は地上要員からのコマンドにより、ＨＴＶの接近

を中断するか、あるいは安全な位置に移動する。 

ＨＴＶ軌道解析により飛行経路が、上記の対応が可能であることを確認した。フライ

ト機器の機能については、システムレベルの機能試験により確認した。また地上からの

運用についての検証は、１１（４）を参照。 

 

(２)誘導制御系の冗長設計 

ＨＴＶの誘導制御系は、誘導制御計算機と緊急離脱制御装置で構成されている。誘導制

御の基本となる誘導制御計算機は３つのＣＰＵと２つの入出力コントローラで構成さ

れており、３つのＣＰＵが同時に演算を行い、結果を比較しながらＨＴＶの姿勢／位置

を制御している。３つのＣＰＵからの出力を入出力コントローラで多数決で比較するた

め、ＣＰＵの１台が故障しても飛行は継続できる。３つのＣＰＵの内２台が故障した場

合には、緊急離脱を実施する。また、入出力コントローラも、１台が故障しても他の１

台で処理を継続できる。入出力コントローラが２台とも故障した場合には、緊急離脱制

御装置により緊急離脱を実施する。 

誘導制御系は、航法・誘導用にＧＰＳ受信機及びランデブセンサ、姿勢制御用に慣性

ジャイロセンサ及び地球センサというように、それぞれ異なる２種類のセンサを２個ず

つ（慣性ジャイロセンサのみ３個）装備することで冗長系を構成している。センサ１故

７ 

（１） 

ＨＴＶ７号機が自動でＩＳＳへの衝突を防止でき

ることについては、ＨＴＶ１号機及びその後ソフ

トウェアの更新等に対して実施したシミュレーシ

ョンや機能試験等で確認した。７号機用に更新し

た軌道経路チェックの閾値変更についても 

ＩＳＳ衝突ハザードへの影響がないことを確認し

た。ＨＴＶ５号機以降は、ＩＳＳ近傍でＨＴＶが回

避マヌーバを実行した場合のＩＳＳモジュール等

にプルームが当たる影響を小さくするため、衝突

回避マヌーバ時のメインエンジン噴射時間（固定

値）を削減したが、それでも問題なくＩＳＳへの衝

突回避ができることを解析にて確認した。 

 

（２） 

ＨＴＶ７号機もＨＴＶ１号機と同一の計算機、制

御装置及びセンサ等で誘導制御系を構成してい

る。ＨＴＶ７号機のハードウェアが所定の機能を

提供し、冗長切り替え等の対応ができることにつ

いて機能試験で確認した。 

ＨＴＶは、ＩＳＳ接近時にＪＥＭのリフレクタを

捕捉するため、ＩＳＳにある他のリフレクタの相

対位置を用いて判別するが、ＨＴＶ５号機打上げ

前にＩＳＳのリフレクタの配置を変更する計画が

HTV-0008 ＩＳＳへ

の衝突 
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障時には、残ったセンサを使用して飛行を続行し、同一種類のセンサが２つ以上故障し

た場合は、緊急軌道離脱を実施する。 

これら機能は、システムレベルの機能試験により確認した。 
 

（３）データ通信系の冗長設計 

  ＨＴＶは自動制御に加えて、ＩＳＳ搭乗員あるいは地上からコマンドを送信すること

によっても制御できるようにするため、通信を確保することが重要である。ＨＴＶはＩ

ＳＳ近傍ではＪＥＭ内に設置した近傍域通信システム（ＰＲＯＸ）を介してＩＳＳとの

通信を行う。ＰＲＯＸは２系統構成で、１系統故障時には残りの系統を用いて飛行を継

続し、２系統とも故障した場合には、ＩＳＳへの接近を取りやめて緊急離脱を行う。 

ただし、係留あるいは離脱のためにＩＳＳロボットアームによる把持あるいは解放操

作を行う直前にＰＲＯＸが１系統故障した場合には、データ中継衛星を介した衛星間通

信を確立したのちロボットアームの運用を開始する。 

これらは通信系の電波リンク試験、通信系の図面解析及び機能試験により確認した。 

 

ＮＡＳＡから示されたため、リフレクタの配置が

変更されてもＪＥＭのリフレクタが正しく補足さ

れるよう一部ロジックの見直しを行った。その後

ＮＡＳＡ側で計画が見直されたため、ＨＴＶ７号

機では従来通りのリフレクタ配置になる見込みで

あり、問題ないことを試験で確認した。 

 

（３） 

搭乗員や地上からコマンドが送れることについて

は、通信系機器の検査及び機能試験で確認した。 

ＩＳＳ搭載可搬型ＰＣに変更になったことを考慮

しても、放出後の HTV の姿勢制御を実施できるこ

とを誘導制御系解析で確認した。 

 

８．電力 ＨＴＶの安全に関わるシステムのエネルギー源は

電源であることから、運用期間を通じて安全に関わる

システムへ電力が供給できるよう必要な対策を講じ

ること。 

 

 ＨＴＶの電源系は、太陽電池、リチウムイオン電池、電力制御ユニット、バッテリ制御

ユニット等から構成される。飛行中は 50V の電力を各機器へ供給し、係留中はＩＳＳから

120V の電力を受電し各機器へ供給している。これらを図面の検査、システム試験にて確認

した。 

飛行中の日照期間では、太陽電池パネルで発生した電力を、電力制御ユニットで制御す

ることにより、各負荷へ供給すると同時に余剰電力をリチウムイオン電池に蓄積する。飛

行中の日陰期間ではリチウムイオン電池に蓄えられた電力を負荷へ供給する。 

係留中に使用されるＩＳＳからの 120V 電源供給ラインは、２系の冗長構成となってい

る。また、係留中にＩＳＳから給電が停止した場合には、リチウムイオン電池からの電力

供給が可能である。これらは、電力リソース解析、システム試験における機能試験等によ

り確認した。 

地絡により電源系が全損しないようにバスを２重化し、過電流保護装置や逆流防止装置

を設けることにより、機器への配電が停止することがないようにしている。 

また、電池からの電力を各機器に配電するバッテリ制御ユニットを冗長化することによ

り、電池の故障においても配電が停止することがないようにしている。これらを図面の検

査、機器の機能試験にて確認した。 

さらに、配電経路の短絡防止により電池温度の上昇を防止するとともに、逆電圧や過充

電の防止のための電圧制御、あるいは電池容器の耐圧設計により、電池の破裂を防止して

いる。これらを図面の検査、機器または電池等の部品の機能試験にて確認した。 

 

８ 

ＨＴＶ７号機の搭載機器に電力分配が適切に実施で

きることについて、機能試験で確認した。 

 

太陽電池パネルからの電力分配やバッテリへの充電

が適切に行われることについて、電力制御ユニット

の機能試験等で確認している。バッテリからの給電

機能が適切であることについても機能試験で確認し

た。 

ＨＴＶ７号機に搭載するバッテリ（一次電池５台）の

容量で、安全に関わるシステムへの電力が問題無く

供給できることについて、最新のバッテリ能力を考

慮したリソース解析を実施して確認した。 

ＨＴＶ１号機同様、２系ある電力バスが所定の機能

を提供できることについても機能試験で確認した。 

 

バッテリ単体及び周辺回路のバッテリ保護機能（短

絡防止、逆電圧防止、過充電防止やセルの圧力リリー

フ等）について、検査及び機能試験で確認した。 

HTV-0008 ＩＳＳへ

の衝突 

 

HTV-0007 爆発 

９．安全・

開発保証 

搭乗員の安全に影響を及ぼすシステムについて

は、安全性並びに安全性を確保するための信頼性、保

全性及び品質保証を十分考慮しなければならない。

このため、以下のような対策を講じる必要がある。 

 

 ９ 

 

 

 （１）安全性 

安全に関わるシステムについては、適切な故障

許容（誤操作を含む。）を確保すること。 

(１)安全性 

ハザードが、システム・機器の故障・誤動作や搭乗員の誤操作に起因する場合には、

原則としてフォールトトレランス（故障許容）設計がとられている。 

ア ハザードの被害の度合いとフォールトトレランス数 

原則として、各ハザードの被害の度合いに応じて次のフォールトトレランス設計と

されている。 

① カタストロフィックハザード 

2 フォールトトレランス（システム・機器の故障又は誤操作により搭乗員への

傷害を引き起こさない設計） 

② クリティカルハザード 

（１） 

ＨＴＶ７号機の安全に関わるシステムは基本的に

ＨＴＶ１号機と同一であり、安全性が維持されて

いる。 

 

 

 

 

 

 

ＨＲ全般 
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1 フォールトトレランス（単一のシステム・機器の故障又は誤操作により搭乗

員への傷害を引き起こさない設計） 

 

識別されたハザードに対する安全設計の概要、検証の概要を、別添表の安全設計・検

証の概要例に示す。 

 

 

 

 

説明資料４項による。 

 

  イ 冗長設計とインヒビット設計 

フォールトトレランス設計として、次の 2つの手法がとられている。 

・ある機能の喪失が事故に至る場合：冗長設計 

・ある機能の意図しない動作が事故に至る場合：インヒビット設計 

 

  

 （２）信頼性 

ア システムの独立性 

 安全に関わるシステムについては、他のシス

テムの故障の影響を可能な限り受けないよう

にすること。 

 また、冗長系は、可能な限り互いに分離して

配置すること。 

(２)信頼性 

ア システムの独立性 

推進系・誘導制御系・データ通信系・電源系等の安全に関わるシステムは、1 系統

が故障した場合でも、他方の１系統のみで安全な運用ができるよう、各系統を冗長設

計とし、かつ各要素を独立させた。これらは図面(回路図も含む)により確認し、それ

ぞれの系の機能、独立性、冗長系への切替等については、機能試験により確認し、シ

ステムレベルにおいても機能試験を実施し確認した。 

また、デブリ衝突等の損傷を想定しても２系統が同時に使用不能とならないよう、

独立した２系統の主要機器は、冗長機器の配置・リソース経路を分離し、故障の伝搬

を防止するよう設計した。これら独立した系統の主要機器は別々の機器に実装され、

デブリ衝突等の損傷を想定しても２系統が同時に使用できなくならないよう故障の

伝搬を防止する冗長機器の配置及びリソース経路分離がなされていることを図面に

より確認した。 

 

（２） 

ア 

ＨＴＶ７号機の安全に関わるシステムは基本的に

ＨＴＶ１号機と同一であり、独立性が維持されて

いる。 

主要機器の配置やリソース経路についてもＨＴＶ

１号機から変更はない。 

 

ＨＲ全般 

 

 イ 故障検知 

 安全に関わるシステムの故障は、可能な限り

自動的に検知され、地上要員に通報されるとと

もに、緊急を要するもの等必要なものは、搭乗

員にも通報されること。 

イ 故障検知 

搭載する誘導制御計算機は、誘導制御計算機自身、センサ、推進系、それぞれの状

況を周期的に確認し、ＨＴＶ内の故障を検知して、所定の回復手順を自動的に実行す

ることにより、必要最小限のＨＴＶシステム及び搭乗員の安全性を維持する機能（故

障検知・分離・回復（ＦＤＩＲ：Ｆａｕｌｔ Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ， Ｉｓｏｌａｔｉ

ｏｎ ａｎｄ Ｒｅｃｏｖｅｒｙ機能）を有する設計とした。ＦＤＩＲ機能については、

各系毎に解析、試験を実施し、問題なく機能することを確認した。 

①誘導制御系故障の検知 

誘導制御計算機は、自身の故障を、ソフトウェア／ハードウェアによる自己故障

診断機能、ＣＰＵと入出力コントローラ間の相互状態監視、入出力コントローラと

の通信状態監視等により検知し、自身の電源を遮断したうえで、冗長系に立ち上げ

る。 

②センサ故障の検知 

各センサ単体に対する故障検知（大出力、変化率異常、ゼロ出力、一定値故障等）

を誘導制御計算機が周期的に実施する。さらに、誘導制御計算機は、同一種類のセ

ンサ同士の比較、異なる種類のセンサ同士の比較（例：ジャイロセンサと地球セン

サがそれぞれ出力する姿勢角の比較）、予測値と実測値との比較、規定値と実測値の

比較等を実施することにより、故障したセンサを特定する機能を有する。 

③推進系故障の検知 

規定の増速量、あるいは飛行経路の範囲を逸脱しているか否かを、誘導制御計算

機が、予測値と実測地との比較、規定値と実測値との比較よりチェックし、推進系

の故障を検知する。 

 

イ 

ＨＴＶ１号機で検証したソフトウェアに対し、Ｈ

ＴＶ２号機以降に運用性改善等に係る更新を行っ

ている。ＨＴＶ７号機用のソフトウェアについて

も、更新に対する影響範囲を明確にした上で再試験

等を行い、所定のＦＤＩＲ機能が適切に維持されて

いることを確認した。 

 

ＨＲ全般 

 

 ウ 自律性の確保 

安全に関わるシステムについては、地上管制

ウ 自律性の確保 

地上との通信が途絶えた状態で、火災・減圧・汚染等の緊急事態が発生した場合に

ウ 

ＨＴＶ１号機で検証したソフトウェアに対し、ＨＴ

ＨＲ全般 
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が受けられない場合においても搭乗員の安全

を確保すること。 

は、軌道上搭乗員が地上に依存することなく、安全確保の処置を行う必要が有る。安

全に関わるシステムについては、手動操作するもの（バルブ、ハッチ等）を除き、宇

宙ステーション本体からのコマンドによっても安全化処置が可能なことを試験によ

り確認した。 

 

Ｖ２号機以降に運用性改善等に係る更新を行って

いる。ＨＴＶ７号機用のソフトウェアについても、

更新に対する影響範囲を明確にした上で再試験等

を行い、所定の安全化処置機能が適切に維持されて

いることを確認した。 

  エ 自動機能に対するオーバーライド 

安全に関わるシステムの自動機能について

は、状況に応じて搭乗員及び地上操作によるオ

ーバーライドができること。 

エ 自動機能に対するオーバーライド 

安全に関わるＨＴＶシステムの自動制御機能は、軌道上の搭乗員、地上要員のいず

れでもオーバーライドが可能であり、意図せぬオーバーライド防止のため、オーバー

ライド・コマンドは、搭乗員の独立な２つの動作が設定されていることを、機能試験

により確認した。 

なお、不注意な操作が事故を引き起こす潜在的な機能に対してインヒビットをオー

バーライドする場合には、各インヒビット毎に安全のための必要条件を搭乗員または

／及び地上要員が確認しながらインヒビットを解除する手順とすることを確認した。 

 

エ 

ＨＴＶ１号機で検証したソフトウェアに対し、ＨＴ

Ｖ２号機以降に運用性改善等に係る更新を行って

いる。ＨＴＶ７号機用のソフトウェアについても、

更新に対する影響範囲を明確にした上で再試験等

を行い、所定のオーバーライド機能が適切に維持さ

れていることを確認した。ＨＴＶ７号機で搭乗員が

接近中断等のコマンド等を送信するＩＳＳ搭載可

搬型ＰＣについても同様であることを確認済みで

ある。 

ＨＲ全般 

 

 （３）保全性 

  ア 機能中断の防止 

安全上連続的に運用する必要のあるシステ

ムは、重要な機能の中断なく保全できること。 

(３)保全性 

保全作業は、軌道上交換ユニット(ＯＲＵ)毎に行われ、打上げ前に地上で作業性、作

業時間を確認するためにクルーによる評価も含めて、デモンストレーションを実施し

作業の実効性を確認した。それぞれのＯＲＵ毎に保全に必要な保全時間等のデータに

ついてはＯＲＵデータとしてまとめられている。 

 

ア 機能中断の防止 

ＨＴＶは、1機当たりの運用期間が 45 日程度であることから、保全作業は考慮され

ていないが、ＪＥＭに搭載されている近傍域通信システム（ＰＲＯＸ）は、保全性を

考慮して、ユニット単位で交換可能な設計を採用している。 

ＰＲＯＸは、故障時も機能停止することがないように冗長構成としている。また、

ＨＴＶがＩＳＳへ接近する前に、ＰＲＯＸの健全性を確認する手順を設定し、必要な

場合は機器を交換する計画である。万が一、ＨＴＶがＩＳＳへ係留中に 1系統に故障

が生じた場合でも、他方の１系統で運転を行い、最低限の機能を止めることなく保全

作業可能なことを試験により確認している。 

 

（３） 保全性 

ＨＴＶ２号機以降に追加されたＯＲＵはない。 

 

 

 

ＨＲ全般 

 

   イ 危険防止 

保全作業については、船外活動の最小化、粉

塵等の発生の最小化、流体の放出の最小化、最

適な防護措置等が行われること。 

また、保全に伴う機器の取付け及び取外し

は、安全かつ容易にできること。 

イ 危険防止 

ＨＴＶの場合、計画された船外活動は必要としない設計としている。 

船内活動による保全作業はＰＲＯＸ与圧機器に対する保全のみであり、以下の対応を

とっている。 

① 粉塵等の発生の最小化 

軌道上での保全計画に、粉塵を発生させるような加工作業を含んでいないことを

ＩＶＡタスク定義書で確認した。さらに地上での組立、製造中に発生する可能性の

ある粉塵については、十分に洗浄、清掃することによって、軌道上での飛散を防い

でいる。 

また、与圧部内の浮遊する粉塵等の微粒子については、空気調和装置に取り付け

られたフィルタ(ＨＥＰＡフィルタ)により除去されることを確認した。 

 

② 流体放出の防止 

ＨＴＶシステムの与圧キャリア内には、流体を含むシステムはない。また、曝露

空間に偽装される推進薬系は保全の必要ない設計とした。ＪＥＭ内に搭載されるＰ

ＲＯＸには、保全時の流体放出防止のため、熱制御系の水配管には、クイックディ

スコネクタ（ＱＤ）が用いられていることを検査で確認した。 

 

③ 防護措置 

 ＨＲ全般 
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保全作業時の安全を確保するため、通常露出している箇所のみならず、パネル内

の接触する可能性のある機器に対しても、表面温度、鋭利端部、電撃に対するカバ

ーが設置され、接触の可能性がないことを実機検査により確認した。 

また、パネル内機器に対して露出表面温度が許容温度を超える箇所については、

熱解析結果による電源遮断後の冷却時間が設定されていることを確認した。 

コネクタ着脱時の感電を防止のため、適切な手順が設定されることを確認した。 

 

④ 機器取付け及び取外しでの安全 

ＰＲＯＸの軌道上交換ユニット(ＯＲＵ)が無重力状態で浮遊することが無いよ

うに、ハンドレール、シートトラック、ベルクロ等を利用して一時的に固定して保

管することができることを図面、実機検査、クルーによる評価を実施し確認した。 

保全時の作業については、十分な空間があり、０ＲＵへの電線・ケーブル等が取

り外し等のために長さ、配置に問題のないことを、図面、実機確認、デモンストレ

ーションにより確認した。 

コネクタは、識別、着脱操作が容易にでき、誤った挿入ができないようにスクー

ププルーフタイプ(コネクタの先がある角度で他のコネクタのインサートの範囲に

入り込んでもコンタクトを曲げることがない構造)のコネクタが使用されており、

隣り合わせのコネクタに対し交換嵌合キー/キー溝を持ったタイプのコネクタを使

用することを、部品リスト、実機検査により確認した。 

 

 （４）品質保証 

安全に関わるシステムの機能、性能等を確認す

るため、製造管理及び十分な検証を行うととも

に、その記録を保存すること。 

また、ＨＴＶの安全確保に必要なデータは、そ

の効率的蓄積・利用に資するために、問題報告・

是正処置・予防処置、部品情報、材料・工程情報

等についてデータベース化を図ること。 

(４)品質保証 

安全の要求を含む、機能・性能等を満足していることを確認するため、部品・材料レ

ベル、コンポーネントレベル、サブシステムレベル、システムレベルの各段階において、

試験・解析・検査・デモンストレーションにより十分な検証を実施し、各設計段階にお

いて、審査会等を開催し、各種記録類、解析書、試験データ、評価結果等のエビデンス

の確認を通して、検証の妥当性を確認した。 

また、ＨＴＶシステムの構成品が仕様書の要求に合致していることを確認するため、

製造会社において製造工程が管理され、製造時に得られたデータを含む製造作業の記録

がＨＴＶの運用期間中保存されている。さらにＪＡＸＡでは、審査、監査等を行い、製

造会社におけるデータ管理等の確認を実施してきた。 

なお、これらのデータのうち、次の安全確保に必要なデータの効率的な蓄積・利用を図

るため、データベース化を目的としてＪＥＭ Ｓ＆ＰＡデータ交換システム (ＳＰＡＤＥ

システム)を構築し、データの入力を行っており、関係者によるデータ検索、閲覧が可能

である。 

・ＪＥＭ問題報告及び是正処置データ (Ｊ－ＰＲＡＣＡ) 

・ＪＥＭ材料及び工程技術データ (Ｊ－ＭＡＰＴＩＳ) 

・ＪＥＭ電気、電子、電気機械（ＥＥＥ）部品データ (Ｊ－ＥＰＩＭＳ) 

・ＪＥＭＦＭＥＡ/クリティカルアイテムリスト（ＣＩＬ）データ 

・ＪＥＭＯＲＵデータ 

・ＪＥＭ ＬＬＩＬ(寿命管理品目リスト) 

・ＪＥＭ等ＳＡＲ（ハザードレポート）データ 

 

（４） 

左記のとおりである。 
ＨＲ全般 

 

10．人間・

機械系設

計 

ＨＴＶは、本格的な有人宇宙活動を行う場へ提供す

るものであり、安全確保を図る上で人的要因を十分考

慮しなければならない。このため、以下のような対策

を講じる必要がある。 

 １０  

 （１）搭乗員の保護 

搭乗員が触れる可能性のある部分は、適切な丸

みを持たせるとともに、破損しても破片が飛散し

ないようにする等、外傷、火傷、感電等が生じな

(１)搭乗員の保護 

構体・機器による外傷・火傷・感電等の傷害からＨＴＶ内の搭乗員を保護するため、

以下の対策が講じた。 

ア 外傷の防止 

（１） 

ア 

① ＨＴＶ７号機の空気循環ファンが設計どおりで

あることを検査で確認した。 

HTV-0011 破片の飛

散 

 

HTV-0014 鋭利端部
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いようにすること。 

また、足部固定具、取っ手等は、荷重に十分耐

えられること。 

① 回転機器に対する防護 

与圧部キャリア内に使用されているファン等の回転機器は、搭乗員が不意に接

触しないようにハウジングにより覆われていることを、設計図面、製造図面、フ

ライトハードウェアの検査を行い、確実にハウジングにより接触防止がなされて

いることを確認した。 

また、ファンの回転部位については、破壊し飛び散ることが無いように、使用材

料の選定、寿命試験により確認、回転数制御されることを機能試験により確認し

た。 

 

② 鋭利端部・突起物に対する防護 

搭乗員が接触する可能性のある与圧内外の構造・装置については、ＩＳＳ共通

の安全要求に従って、角・鋭利端部に丸みを持たせる設計が行われており、設計

図面、製造図面に反映され、製造中に発生する可能性のあるバリ等の有無も含め

て最終的にフライトハードウェアに対し、目視、触診、Ｒゲージ等による検査を

行い搭乗員に対する保護を確認した。 

船外活動については、宇宙服へのダメージを与えないことを検証するために、

接触する可能性のある部位全てに対し、目視、綿手袋により触診によりハードウ

ェア検査とともに、疑わしい箇所に対する宇宙服を模擬した専門の試験片(Ｓｗ

ａｔｃｈ Ｐａｔｃｈ)を擦り付けてその損傷を確認する検査を行い確認した。ま

た、構造上安全確保のために特別対応が必要となる箇所(太陽電池パドル)につい

ては、カバーの設置、適切な手順の設定を行うことを確認した。 

 

③ 巻き込み・挟み込みに対する防護 

搭乗員が触れる可能性のある機器については、引っかかることのないように、

ＩＳＳ共通の安全要求に従って、穴、すきまに対する設計が行われており、設計

図面、製造図面に反映され、最終的にフライトハードウェアに対する検査を行い

搭乗員に対する保護を確認した。 

また、結合機構等で搭乗員が挟まれる可能性のある部位については、キープア

ウトゾーンを設定する等、挟み込みを防止するための対応が手順に盛りこまれる

ことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ＨＴＶ７号機の機器や構造及び小型回収カプセ

ルを搭載するための与圧隔壁に要求を逸脱する

ような鋭利部や突起がないことを検査で確認し

ている。また、太陽電池パネルについてはＨＴ

Ｖ１号機同様に、カバーの設置あるいは適切な

手順（フライトルール）の適用によって宇宙服

へのダメージが防止されることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

③ ＨＴＶ７号機の機器や構造及び小型回収カプセ

ルを搭載するための与圧隔壁に要求を逸脱する

ような寸法の穴や隙間等がないことを検査で確

認した。また、ＮＡＳＡが提供するＩＳＳ用バ

ッテリ及びアダプタプレートが曝露パレットに

搭載された状態で、要求を逸脱するような寸法

の隙間等がないことを検査で確認した。 

 

 

へ接触、挟み込み 

 

  イ 火傷の防止 

露出部の表面は、火傷や凍傷を生じない温度範囲（ＨＴＶ与圧キャリア内にあり連

続的な接触のある箇所の温度は 4℃～45℃）にあることを熱解析により確認した。 

さらにＨＴＶ与圧キャリア内壁にあるヒータについてもヒータコントローラにより

温度要求内に制御されることを熱解析、機能試験を実施し確認した。 

同様に、船外活動についても、ＥＶＡグローブの実力を考慮した要求が設定されて

おり、機器故障時の最悪時においても温度要求を逸脱することがないことを熱解析に

より確認した。 

 

イ 

ＨＴＶ５号機以降は、ＩＳＳへの設置場所が従来

のノード２だけでなくバックアップポートとして

ノード１も追加されたため、ノード１設置前提で

の追加解析を行い問題ないことを確認した。 

また、ＨＴＶ７号機に従来の解析結果が適用でき

る前提として、ヒータシステムが適切に機能する

ことをＨＴＶ７号機の機能試験で確認した。 

曝露パレットについてはＨＴＶ７号機の仕様及び

係留場所（ＩＳＳのトラス）に基づく熱解析を行

い、問題となる高温／低温部がないことを確認し

た。与圧部ヒータ削減に伴い、コンフィギュレーシ

ョン変更による問題となる高温／低温部がないこ

とを確認した。 

HTV-0013 接触面温

度異常 

 

  ウ 感電の防止 

電力ラインについては、短絡・接続不良等による漏電を防止するため、電力リード

線・接点・端子・コンデンサ等が露出していないことを実機検査にて確認した。電線・

ケーブルについては、ＩＳＳの要求に従った被覆のされている部品を選定しているこ

ウ 

ＨＴＶ７号機の電力ラインについて、ＩＳＳの基

準に適合した部品が選定され、適切な施工により

リード線等の露出がなく、導通・絶縁や電気的接地

HTV-0012 電気ショ

ック 
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とを部品リスト、実機検査により確認した。また、電気機器の接地が行われているこ

とを確認するために、ハードウェアに対して絶縁抵抗試験、ボンディング・グランデ

ィング抵抗測定を実施した。 

電力ラインのコネクタは、搭乗員による着脱時の感電等の防止のため、コネクタ上

流に電流遮断機能をもたせており、軌道上での手順書への遮断手順の反映を図面、解

析、機能試験により確認した。コネクタは、上流側にはソケットタイプの使用、スク

ーププルーフタイプの使用、着脱時にピンが露出しないようにハウジングをもったタ

イプのコネクタの使用、コネクタの適切な接地を部品リスト、図面、実機確認により

確認した。 

船外活動による電力コネクタのアクセスについても、溶融金属(Molten Metal)の飛

散による宇宙服への損傷を防止する観点から上記同様の設計を実施し、解析、試験、

フライトハードウェアの検査により確認した。 

 

の確保・帯電防止がなされていることを検査で確

認した。コネクタについてもＨＴＶ１号機同様に

ＩＳＳの基準に適合したものが正しく施工されて

いることを検査で確認した。 

船外活動時に搭乗員がアクセスする可能性がある

コネクタについても、同様に安全が確保されること

を確認した。 

 

  エ 作業等の安全 

搭乗員の移動支援具は、シートトラックに足部固定具（フットレストレイント）、取

っ手（ハンドレール）が取り付けられるようになっていることを図面、実機検査によ

り確認した。また、支援具は、搭乗員による荷重に十分耐えられるように安全率(1.5)

を持つことを強度解析による確認した。 

 

エ 

ＨＴＶ７号機の与圧キャリア内に、必要なシート

トラックが設置されていることを検査で確認した。

小型回収カプセル及び与圧隔壁に係る運用につい

ても必要な足部固定具が取り付けられることを確

認した。また、与圧隔壁の組立の際、退避経路上に

は廃棄カーゴを搭載しないことを確認した。退避の

際の安全化処置方法について確認した。 

HTV-0016 退避不能 

 

 （２）誤操作等の防止 

安全に関わるシステムについては、搭乗員及び

地上要員の誤操作及び操作忘れの発生を防止す

るため、可能な限り自動化すること。 

また、ＨＴＶの内部装飾、機器の操作手順、視

野等については、誤操作等の生じにくいよう十分

配慮すること。 

(２)誤操作等の防止 

搭乗員の誤操作及び操作忘れを防止するため、ＨＴＶシステムは搭乗員とのインタ

フェースを十分確保した設計を行った。 

 

ア 自動化 

誤操作の発生を低減するとともに、搭乗員の負担を軽減することにより、誤操作が

発生する可能性を少なくするように自動化が可能であることを機能試験により確認

した。 

 

（２） 

ＨＴＶ７号機特有の搭乗員インタフェースはない。

なお、ＨＴＶ１号機同様、ハードウェア上の表示等

が適切であることについて、搭乗員の確認を受ける

計画としている。 

 

ア 

ＨＴＶ７号機特有の自動化機能はない。 

 

ＨＲ全般 

  イ 内部装飾 

搭乗員の誤認を避けるため、室内の装飾、銘板、ラベル、マーキングに対し、次の

ような配慮がなされている。 

①  ＨＴＶの内部装飾全体は、上下左右に方向性を持たせ、搭乗員に適切な視覚的

手がかりを与えるような設計となっていることを実機にて確認し、クルーによ

る評価を実施し確認した。 

②  データ表示、操作手順表示及びマーキングについては、英語又は国際標準シン

ボルを使用した表記がされていることを図面、実機検査により確認した。 

 

イ 

ＨＴＶ７号機の内部装飾はＨＴＶ１号機と同様で

ある。なお、ＨＴＶ１号機同様、ハードウェア上の

表示等が適切であることについて、搭乗員の確認

を受ける計画としている。 

 

 

ＨＲ全般 

 

  ウ 機器の操作手順 

① ハザーダス・コマンド（ハザード制御に関連するコマンド）については、搭乗員

又は地上要員は安全のための必要条件を満足していることを確認した後、コマン

ドを発信することを、試験、手順への反映により確認した。特に地上からのハザ

ーダス・コマンド送出に関しては、地上システム（ＯＣＳ）において、2-Step ア

クションの処理を行うこと、ＯＣＳデータベースにハザダス・コマンドリストが

反映されていることを机上確認。ＯＣＳでの動作試験、ＯＣＳとシミュレータと

の組合せ試験により確認した。 

 

② 安全上重要なシステム・装置については、独立したインヒビットが設定されてい

ることを、機能試験により確認した。また、それぞれのインヒビットの確認につ

ウ 

① ハザーダスコマンドについては前号機同様に所

定の手順で管理しており、ＨＴＶ７号機で使用

するＩＳＳ搭載可搬型ＰＣを手順に反映した。 

 

② インヒビット機能が適切に機能することは機能

試験で確認している。手順への反映は所定の手続

き（ハザードレポートから運用チームのデータベ

ースに登録され、手順作成時にデータベースの照

合を受ける）で行われる。 

ＨＲ全般 

 



資料 31-1-2 付表-1 「宇宙ステーション補給機（ＨＴＶ）に係る安全対策の評価のための基本指針｣に対するＨＴＶ７の適合性確認結果 （18／20） 
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いては、手順に反映されることを確認した。 

 

  エ 視野等 

搭乗員の作業・操作・表示機器確認に支障がないように、ＧＬＡ（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｌ

ｕｍｉｎａｉｒ Ａｓｓｅｍｂｌｙ）で十分な照度（特に指定がない限り、白色光で

108Lux 以上）が確保されていることを、照度解析、図面、実機検査により確認した。 

 

エ 

ＨＴＶ２号機以降導入した国産のＬＥＤ照明につ

いても、ＧＬＡと同等の照度が確保できることを

検査で確認した。ＨＴＶ７号機ではＧＬＡとＬＥ

Ｄを半数ずつ搭載予定。 

 

ＨＲ全般 

 

 （３）共通化 

安全に関わるシステムについては、可能な限り

国際的に共通化を図ること。 

(３)共通化 

ＩＳＳ全体の安全に関わるＨＴＶの構成要素（ハードウエア・ソフトウエア・インタ

フェース）は、原則としてＩＳＳ構成要素との間で共通化（全く同一であること）、標準

化（設計標準、設計基準等を適用すること）されていることを確認した。 

この共通化・標準化には、次の通り、特に直接搭乗員の安全に関わる表示・警告・警

報の統一、避難・非常操作・緊急処置等に関わる手順・対応の統一が重点的に含まれて

いる。 

① 警告・警報 

共通化：音声端末、警告・警報パネル、ラベル、マーキング 

標準化：警告・警報のクラス分け 

② 火災検知／消火システム 

共通化：煙センサ、可搬式消火器 

③ その他 

共通化：ハッチ、ハンドレール、足部固定具、取っ手、等々 

標準化：配管、配線等識別用シール、銘版、等々 

 

 

（３） 

左記のとおりである。 

 

HTV-0001 火災 

 

HTV-0016 退避不能 

 

 （４）異常等への対処 

ＨＴＶにおいて異常等が発生した際の搭乗員

及び地上要員による安全に関わる対処について

は、適切な指揮・命令系統の下で運用されるシス

テムとなるよう十分配慮すること。 

(４)異常等への対処 

飛行中は、組織化された地上の管制チームがＨＴＶの状態を監視し、必要であれば、地

上からのコマンドでＩＳＳへの接近を中断する。ＩＳＳへの係留あるいは離脱のため

に、ＨＴＶがＩＳＳの極近傍を飛行している際は、搭乗員が目視監視し、必要であれば

手動で接近を中断する。この運用が可能となるように、ＨＴＶの状態を地上でモニタで

きる機能があることをシステム試験にて確認し、異常時の手順が管制チームの手順書に

記述されていることを確認した。 

 

（４） 

これまでの運用で既に確立しており、ＨＴＶ７号

機として必要な訓練を継続中である。ＨＴＶ７号

機からＩＳＳ搭乗員から接近中断等のコマンドを

送信するための機器がＨＴＶ専用の端末から共用

のＩＳＳ搭載可搬型ＰＣに変更になったが、必要

な訓練を実施している。 

HTV-0008 ＩＳＳへ

の衝突 

 

11．緊急対

策 

 

火災、減圧、汚染等の異常が発生し、緊急を要する

ときにおいても、搭乗員の安全に重大な影響が及ばな

いようにしなければならない。このため、以下のよう

な対策を講じる必要がある。 

（１）緊急警報 

緊急警報は、人命に脅威となるような異常を識

別でき、安全に退避できるよう緊急、確実に通知

できること。 

また、人命への脅威に関する緊急警報は、異常

を発見した搭乗員が警報ボタン等により手動で

警報を発出できること。 

(１)緊急警報 

ＨＴＶには緊急警報を発出する機能はないが、人命に脅威となる火災、減圧等の異常

の発生は直ちに宇宙ステーション側に通知され、宇宙ステーションの警告・警報システ

ムを通じて搭乗員に通知するようになっていることをＩＳＳとのインタフェース管理

仕様書（ＩＣＤ）に規定されていることを確認した。 

 

ア 火災 

(a) 空気循環配管中に、煙センサが配置されていることを流体系統図で確認した。煙

センサーが検知できることは、機能試験にて確認した。 

(b)煙センサで火災発生が検知されると、ＩＳＳの警告・警報システムに通知されるこ

とをシステム試験で確認した。 

(c)消火区画は，区画毎に可搬式消火器とインタフェ－ス可能な消火用ポ－トを有して

いることを艤装図及び可搬式消火器のＡＤＰで確認した。 

(d)管制システムの機能により火災検知後に自動又はマニュアルで火災検知区画内へ

の電源供給及び循環空気流を停止できることを、システム試験及びフライトソウト

ウェア単体試験で確認した。 

 

１１ 

（１） 

ＨＴＶ７号機がＩＳＳ本体側と所定の通信がで

き、警告・警報に必要な情報を提供できることにつ

いて機能試験で確認した。 

 

 

 

 

 

 

HTV-0001 火災 
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赤字＋下線：ＨＴＶ１のフェーズⅢ検証確認結果内容を反映した箇所。（フェーズⅡまでの検証確認結果は黒字） 

 

項目 ＨＴＶに係る安全対策の評価のための基本指針 ＨＴＶ１号機の適合性確認結果（宇宙開発委員会にて妥当性評価済み） ＨＴＶ７号機の適合性確認結果 関連ハザードレポート 

（注） 

(a)不燃性・難燃性材料を使用していることを、材料識別及び使用リスト（ＭＩＵＬ）

で確認した。 

(b)適切なサイズの電線を使用していることを、下記で確認した。 

(ⅰ)配線設計（ワイヤサイズ、バンドル数）解析 

(ⅱ)電力回路設計（過電流遮断特性）解析 

(ⅲ)電力遮断特性試験 

(c)リレ－・スイッチは、ハ－メチックシ－ルタイプを使用していることを、図面及び

検査（ＡＢＣＬ）で確認した。 

(d)適切な熱設計・故障検知分離システムが適用されていることを、下記で確認した。 

(ⅰ)システム、サブシステムの熱解析又は熱サイクル試験 

(ⅱ)ＦＤＩＲ解析 

(ⅲ)機器及びヒ－タのワ－ストケ－ス熱解析 

 

  イ 減圧 

ＩＳＳに係留中はハッチを開状態にしており、ＨＴＶ与圧キャリア内の圧力制御は

ＩＳＳの機能に依存している。よって、ＨＴＶ与圧キャリア内の減圧は、ＩＳＳ本体

により常時監視され、設定圧以下・設定減圧速度以上になると、ＩＳＳ内に警告・警

報が発せられ、搭乗員は緊急避難機に退避する。その際、可能な限りハッチを閉じて

退避する。 

(a)ＩＳＳ文書で「キャビン圧はＩＳＳ本体により常時監視され、設定圧以下・設定減

圧速度以上となると、ＩＳＳ内に警告・警報が発せられる。」ことを確認した。な

お、本件の検証責任はＮＡＳＡ側にあり、その検証結果はＪＡＸＡも審査メンバで

ある、ＮＡＳＡ安全審査で審議されることになっている 

(b)ＨＴＶと船内と船外の間のシール部は２重とし、船外排気用の排気弁には意図し

ない開放を防止するため２つのインヒビットを設けた。２重シールを用いているこ

とを検査にて、排気弁のインヒビットは試験にて確認した。また、万が一漏洩した

としても、搭乗員が退避する時間が確保できることを解析にて確認した。 

 

イ 

減圧時のＩＳＳ全体の対応は、警報も含めて既に

ルールが確立している。復路にてハッチの代わり

に使用する小型回収カプセル与圧隔壁はＩＳＳ側

のハッチを閉じた後で使用するため、搭乗員への

影響はない。 

HTV-0004 シール／

バルブからの空気漏

洩 

 

  ウ 汚染 

ＨＴＶ与圧キャリア内の二酸化炭素・酸素分圧の異常値をＩＳＳが検知した場合に

は、ＩＳＳ内に警告・警報が発せられる。 

(a)ＩＳＳ文書で「ＨＴＶのキャビン内の空気は、ガスサンプルラインを通しＩＳＳ本

体の環境監視装置（ＡＲＳ：Ａｉｒ Ｒｅｖｉｔａｌｉｚａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ）

に送られ分析・監視され、汚染物質、二酸化炭素・酸素分圧の異常等が検知された

場合には、ＩＳＳ内に警告・警報が発せられる。」ことを確認した。なお、本件の

検証責任はＮＡＳＡ側にあり、その検証結果はＪＡＸＡも審査メンバである、ＮＡ

ＳＡ安全審査で審議されることになっている（宇宙開発委員会報告後に審議を完了

した）。 

 

ウ 

汚染に対するＩＳＳ全体の対応は、警報も含めて

既にルールが確立している。 

HTV-0002 大気汚染 

 

 （２）アクセス 

非常設備、防護具、安全上重要な手順書等は、

緊急時においても、搭乗員が容易に取り出して使

用できるように保管すること。 

また、通路は、搭乗員が安全かつ速やかに脱出・

避難できること。 

(２)アクセス 

ア 非常設備、防護具 

ＩＳＳに係留後、非常設備として可搬式消火器が、防護具として可搬式呼吸器がそ

れぞれ１式ずつＩＳＳ側より移設されることが手順書に記述されていることを確認

した。また、これらを設置する場所がＨＴＶ与圧キャリアの入り口付近に準備されい

ていることを検査にて確認した。 

これらの設置場所は、容易に識別できるように表示されている。なお、ＨＴＶのミ

ッションを終了した後は、離脱前にこれらの可搬式消火器及び可搬式呼吸器をＩＳＳ

側へ返却する。 

 

（２） 

ア 

可搬式消火器および可搬式呼吸器の設置手順は

確立しており、当該手順をＨＴＶ７号機にも適用

する。 

 

 

HTV-0001 火災 
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  イ 安全上重要な手順書 

軌道上で必要となる安全上重要な手順書は、軌道上で搭乗員がアクセスできるよう

電子ファイル媒体及び文書として保管・掲示されることになっており、特にタイムク

リティカルな手順書については、決められた場所に置くことになっていることを確認

した。なお、最終的な手順書は打上げ３ヶ月から１ヶ月前までの間に準備される。 

 

イ 

安全上重要な手順は既に作成済みであり、訓練や

シミュレーションで用いられている。 

 

  ウ 通路 

(a)搭乗員の移動及び作業を容易にするため、通路にハンドレール、フットレストレイ

ント等がＩＳＳの要求に従い設置されていることを艤装図、ＩＶＡトランスレ－シ

ョン解析で確認した。また、ラックの転倒・移動時でも、直径 81cm 以上の通路が

確保される構成となっている。 

(b)電源喪失時のＨＴＶ与圧キャリア内の照明喪失に備えて、退避のためのハッチ開

口部が容易に識別できるように蓄光テープがハッチの上下に設置されていること、

及びラックの転倒・移動時の作業領域の空間確保が、ＩＳＳの要求通りであること

を、艤装図及び視認性デモンスト－レションで確認した。 

 

ウ 

(a)キャビン空間のサイズはＨＴＶ７号機も同じで

あり、軌道上で積み荷開梱手順や廃棄品の搭載手

順は通路が確保されることを考慮して設定済み

である。小型回収カプセル及び与圧隔壁搭載に係

る手順に関しても通路が確保されること考慮し

ている。 

 

(b)蓄光テープが貼り付けられたことについて検査

で確認した。 

 

HTV-0016 退避不能 

 

 （３）減圧及び再加圧 

火災、汚染等の異常が発生した場合には、与圧

部内の空気を排出するため、減圧及び再加圧がで

きること。 

また、再加圧後に搭乗員が与圧部内に入る前に

安全の確認ができること。 

(３)減圧及び再加圧 

ＨＴＶに火災・汚染等の異常が発生した場合には、ハッチ等を閉鎖して、ＩＳＳ本体

から隔離した後、ＨＴＶ与圧キャリア空気を排気弁により宇宙空間に排出して減圧し、

続いて均圧弁を開くことにより、ＩＳＳ本体のキャビン空気を取り込んで再加圧できる

よう設計されている。 

また、ＨＴＶの起動・再起動に際しては、搭乗員がＨＴＶ内に移乗する前に、ＩＳＳ

本体側から与圧環境の安全の確保に必要な最小限の機能を立ち上げることが出来るシ

ステム構成となっている。 

(a)減圧 

モジュ－ル隔離状態で、船外排気開始から１０分以内に与圧部の酸素分圧が６．

９Kｐａまで減圧できること及びモジュ－ル隔離状態で船外排気開始から２４時間

以内に、与圧部を通常運用開始から２．８Kｐａまで減圧できることを解析（排気弁

単体性能がモジュールの容積に対して妥当であること）及び試験（排気弁単体性能

の確認）で確認した。 

(b)再加圧 

モジュ－ル間均圧機能を有している均圧弁操作で、再加圧性能は可能であること

を、均圧・再加圧性能解析で確認した。 

(c)起動・再起動 

搭乗員がＨＴＶ内に移乗する前に、ＩＳＳ本体側から与圧環境の安全の確保に必

要な最小限の機能（電力供給系・空気調和装置・モジュール間通風換気・火災検知系

等）を立ち上げることが出来るシステム構成であることをシステム試験にて確認し

た。また、初期起動後、搭乗員の入室前に内部環境の安全化確認のため、与圧部内キ

ャビン圧力モニタ及びガスサンプリングの機能を有していることを艤装図で確認し

た。 

（３） 

ＨＴＶ７号機が減圧及び再加圧の機能を適切に提

供できることについては、ベントリリーフバルブ

の機能試験で確認した。なお、減圧や再加圧に要す

る時間等についてはＨＴＶ１号機で実施した解析

がそのまま有効である。 

ＨＲ全般 

 

12．安全確

保体制 

ＨＴＶの安全確保に関わる活動については、開発及

び運用の担当部門から独立した部門においても行う

こと。 

また、安全上のあらゆる問題について、開発及び運

用の責任者まで報告される体制を確立すること。 

さらに、ＨＴＶの開発及び運用に携わる者への安全

教育・訓練を実施するとともに、安全確保に係る事項

の周知徹底を図ること。 

安全・開発保証活動のための体制については、ＨＴＶの開発・運用の担当であるＨＴＶ

プロジェクトチーム等から独立した安全・ミッション保証部門である「有人システム安全・

ミッション保証室」において、方針・要求事項の設定、その履行状況の評価、必要な勧告

が行われている。 

また、安全上の問題については、開発・運用の責任者まで報告される体制が確立されて

いる。 

さらに、ＪＡＸＡにおいて、ＨＴＶの開発・運用に携わる者への安全教育・訓練が実施

されるとともに、安全確保に係る事項の周知徹底が図られている。 

 

１２ 

左記のとおりである。 
ＨＲ全般 

 

 


